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第 10 回   熊本県議会  文教治安常任委員会会議記録 

 

平成25年３月15日(金曜日) 

            午前10時０分開議 

            午後０時０分休憩 

            午後０時58分開議

            午後１時45分閉会 

――――――――――――――― 

本日の会議に付した事件 

議案第33号 平成25年度熊本県一般会計予

算 

議案第37号 平成25年度熊本県立高等学校

実習資金特別会計予算 

議案第41号 平成25年度熊本県育英資金等

貸与特別会計予算 

議案第79号 熊本県立高等学校再編整備に

伴う通学支援奨学金貸与条例の一部を改

正する条例の制定について 

議案第80号 熊本県警察職員定数条例の一

部を改正する条例の制定について 

議案第81号 熊本県警察の職員の特殊勤務

手当に関する条例の一部を改正する条例

の制定について 

議案第82号 熊本県暴力団排除条例の一部

を改正する条例の制定について 

議案第83号 熊本県高齢者、障害者等の移

動等の円滑化の促進に係る信号機等の基

準に関する条例の制定について 

議案第84号 財産の減額貸付けについて 

閉会中の継続審査事件(所管事務調査)につ

いて 

報告事項 

熊本県手数料条例の一部を改正する条

例の制定について 

  ――――――――――――――― 

出席委員(８人) 

        委 員 長 溝 口 幸 治 

        副委員長 山 口 ゆたか 

        委  員 山 本 秀 久 

        委  員 小 杉   直 

        委  員  大 西 一 史 

        委  員 城 下 広 作 

        委  員 橋 口 海 平 

        委  員 甲 斐 正 法 

欠席委員(なし) 

委員外議員(なし) 

――――――――――――――― 

説明のため出席した者 

 教育委員会 

         教育長 田 崎 龍 一 

教育理事 松 葉 成 正 

教育総務局長 松 永 正 男 

教育指導局長 瀬 口 春 一 

教育政策課長 田 中 信 行 

学校人事課長 栁 田 誠 喜 

社会教育課長 石 川 仙太郎 

文化課長 小 田 信 也 

首席審議員兼施設課長 後 藤 泰 之 

高校教育課長 上 川 幸 俊 

政策監兼         

高校整備推進室長 山 本 國 雄 

義務教育課長 緒 方 明 治 

特別支援教育課長 髙 橋 次 郎 

人権同和教育課長 池 田 一 也 

体育保健課長 城 長 眞 治 

警察本部 

本部長 西 郷 正 実 

警務部長 黑 岩   操 

生活安全部長 岡   正 憲 

刑事部長 堀 江   伸 

交通部長 浦 田   潔 

警備部長 髙 橋 功 作 

首席監察官 木 庭   強 

参事官兼警務課長 吹 原 直 也 
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参事官兼会計課長 赤 星   裕 

理事官兼総務課長 甲 斐 利 美 

参事官兼         

生活安全企画課長 浦 次 省 三 

参事官兼刑事企画課長 牧 野 一 矢 

参事官兼交通企画課長 飯 田   繁 

理事官兼交通規制課長 奥 田 隆 久 

参事官兼警備第一課長 佐 藤 正 泉 

――――――――――――――― 

事務局職員出席者 

     議事課課長補佐 徳 永 一 博 

     政務調査課主幹 桑 原 博 史 

――――――――――――――― 

  午前10時０分開議 

○溝口幸治委員長 おはようございます。た

だいまから、第10回文教治安常任委員会を開

会いたします。 

 まず、本日の委員会に４名の傍聴の申し出

があっておりますので、これを認めることと

いたします。 

 それでは、本委員会に付託された議案を議

題とし、これについて審査を行います。 

 まず、教育委員会、警察本部の順に説明を

求め、質疑については、それぞれの説明の後

に受けたいと思います。 

 なお、執行部の皆さんは、説明等を行われ

る際は着席のままで行ってください。説明

は、簡潔に、書いてあることを読むんじゃな

くて、変わった点とか大事なところをきちっ

と説明をしてください。 

 それでは、田崎教育長から総括説明を行

い、続いて担当課長から順次説明をお願いい

たします。 

 

○田崎教育長 おはようございます。議案の

説明に先立ちまして、一言お礼を申し上げま

す。 

 溝口委員長を初め、委員の皆様方におかれ

ましては、この１年間、教育行政全般にわた

りまして熱心に御指導、御支援をいただきま

して、まことにありがとうございました。心

より感謝申し上げます。 

 それでは、今回提案申し上げております教

育委員会関係の議案の概要につきまして御説

明をさせていただきます。 

 まず、平成25年度当初予算につきまして、

第33号議案平成25年度熊本県一般会計予算、

第37号議案平成25年度熊本県立高等学校実習

資金特別会計予算、第41号議案平成25年度熊

本県育英資金等貸与特別会計予算におきまし

て、総額1,548億312万円余をお願いしており

ます。 

 主な取り組みといたしまして、近代文学館

を熊本歴史・文学館へ拡充するための基本計

画の策定等事業費といたしまして1,300万円

余、スクールソーシャルワーカーの配置の拡

充など、いじめ・不登校対策関係事業費とし

て１億6,100万円余、重度・重複障害児童生

徒の障害に応じた学習環境を確保するため、

平成26年度の開校を目指します熊本地区新設

支援学校(仮称)関係事業費としまして９億1,

000万円余など、また、家庭の教育力の向上

を図るため、くまもと家庭教育支援条例の普

及啓発のための予算を計上いたしておりま

す。 

 次に、債務負担行為の設定でございます。 

 平成26年度開校を目指して進めます熊本地

区新設支援学校(仮称)整備事業に係る平成26

年度執行予定分を計上いたしております。 

 続きまして、条例等議案につきましては、

第79号議案熊本県立高等学校再編整備に伴う

通学支援奨学金貸与条例の一部を改正する条

例の制定について及び議案第84号財産の減額

貸し付けについて提案をいたしております。 

 以上が今議会に提案申し上げております議

案の概要でございます。 

 詳細につきましては、担当課長から御説明

をさせていただきますので、御審議のほどよ

ろしくお願いを申し上げます。 
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○田中教育政策課長 教育政策課でございま

す。 

 まず、教育委員会所管の平成25年度当初予

算の総括説明を申し上げます。 

 お手元の説明資料、教育委員会の１ペー

ジ、当初予算総括表をお願いいたします。 

 一般会計でございます。予算を計上した事

業は、各課に係る事業でございまして、一般

会計合計1,530億7,923万7,000円でございま

す。これに高等学校実習資金特別会計、それ

と育英資金等貸与特別会計を含めまして、教

育委員会合計で、一番最下段でございます1,

548億312万3,000円を計上しております。 

 以後は、関係課から資料に基づき説明いた

します。 

 まず、教育政策課から御説明いたします。 

 資料の２ページをお願いいたします。 

 上段の教育委員会費、これは1,097万9,000

円を計上しておりますが、右側説明欄記載の

とおり、教育委員５名の報酬及び教育委員会

の運営費でございます。 

 下段の事務局費でございます。２億3,191

万1,000円を計上いたしております。 

 主なものとして、右側説明欄１の(1)熊本

県教育情報化推進事業、これは学校における

情報技術を活用した教育の推進に要する経費

でございます。また、25年度の新規取り組み

といたしまして、未来の学校創造プロジェク

トといたしまして、タブレットパソコンやデ

ジタル教科書等、ＩＣＴを活用した指導や学

習方法の検討に要する経費を計上しておりま

す。 

 次の(2)に教育振興基本計画策定事業と書

いております。これは、平成26年度から平成

30年度までの次期教育振興基本計画の策定に

要する経費を今年度計上してございます。 

 次は、３ページをお願いいたします。 

 上段の教職員人事費でございます。２億5,

563万4,000円を計上しております。 

 右説明欄１にあります教職員住宅の公立学

校共済組合への建設費の償還金や廃止住宅の

処分に要する経費、あわせて３に記載の教職

員の福利厚生事業に要する経費でございま

す。 

 下段の教育センター費でございます。8,20

5万1,000円をお願いしております。 

 これは、教育センターにおける管理運営や

教職員の研修に要する経費でございます。 

 次、４ページをお願いいたします。 

 最後に、恩給及び退職年金費でございます

が、２億4,835万9,000円をお願いしておりま

す。 

 以上、教育政策課では、総額８億2,893万

4,000円を計上しております。御審議のほど

よろしくお願いします。 

 

○栁田学校人事課長 学校人事課でございま

す。 

 説明資料の５ページをお願いします。 

 まず、事業の説明に入ります前に、資料の

中で共通しております項目について御説明申

し上げます。 

 資料の右側の説明欄に職員給与費を記載し

てあるものがございますが、職員の給与につ

いて所要の見込み額を計上いたしておりま

す。職員給与費の算定方法につきましては、

現在の職員に係る給与費から定年等の退職者

分を除きまして、新たに４月から新規採用さ

れます教職員の見込み額を計上しておりま

す。学校人事課のほかに、社会教育課、文化

課、施設課、体育保健課で職員給与費が計上

してありますけれども、詳細な説明は割愛さ

せていただきます。 

 それでは、学校人事課の当初予算について

説明いたします。 

 上段の事務局費でございます。15億7,745

万5,000円をお願いしております。教育委員

会事務局職員の給与費及び退職手当を計上い

たしております。 

 下段の教職員人事費でございますが、113
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億3,899万5,000円をお願いしております。 

 主なものとしまして、１の教職員の退職手

当、それから２の児童手当でございます。 

 なお、本年度と比較しまして、約13億の大

幅な減というふうになっておりますが、これ

は退職手当条例の改正に伴う支給減、それか

ら退職者の減によるものでございます。 

 ６ページをお願いします。 

 中段の教職員費は、小学校分で600億397万

1,000円、下段の教職員費は、中学校分とし

て337億8,315万3,000円をお願いしておりま

す。 

 いずれも、小学校、中学校の教職員の給与

費及び旅費でございます。小学校で１億3,00

0万ほど減額になっておりますのは、小中学

校の再編統合が進んだ関係で教職員が減にな

るものでございます。逆に中学校につきまし

ては、熊本市を中心に新１年生の生徒がふえ

ます関係で教職員がふえる関係で増額になっ

ております。 

 ７ページをお願いします。 

 高等学校総務費でございます。255億7,563

万6,000円をお願いいたしております。 

 これは、高等学校の教職員の給与費でござ

います。こちらは、再編統合の関係で八代

南、氷川高校等がクラス減、学年減になるこ

とによって職員数が減ることによる減額でご

ざいます。 

 次の全日制高等学校管理費、定時制高等学

校管理費、通信教育費でございますが、いず

れも高等学校の運営費、それから教職員の旅

費を計上いたしております。全日制15億6,67

0万5,000円、定時制2,750万5,000円、通信63

2万2,000円をお願いいたしております。 

 ８ページをお願いします。 

 特別支援学校費でございますが、88億7,67

2万8,000円をお願いいたしております。 

 特別支援学校の教職員の給与費、学校運営

費、それから就学奨励費を計上いたしており

ます。こちらも特別支援学校の高等部の学級

数がふえます関係で教職員が30名ほどふえま

す。その関係で増額になっております。 

 以上、学校人事課総額1,427億5,647万円を

計上いたしております。御審議のほどよろし

くお願いします。 

 

○石川社会教育課長 社会教育課でございま

す。 

 説明資料の９ページをお願いいたします。 

 まず、社会教育総務費でございますが、６

億6,490万5,000円をお願いしております。 

 主なものについて御説明いたします。 

 右の説明欄２の地域・家庭教育力活性化推

進事業費の「親の学び」推進事業について

は、家庭の教育力向上を図るための学習プロ

グラムの提供やくまもと家庭教育支援条例の

普及等に要する経費でございます。 

 また、(6)地域の寺子屋推進事業について

は、開かれた学校づくりを推進し、地域の力

を活用する仕組みを県内に広めるために、そ

の立ち上げ支援やボランティア活用の推進に

要する経費でございます。 

 10ページをお願いいたします。 

 ４の社会教育諸費ですが、４つの県立青少

年教育施設の指定管理者への委託に要する経

費などでございます。 

 続いて、11ページをお願いいたします。 

 図書館費としまして、３億7,691万1,000円

をお願いしております。 

 主なものについて御説明いたします。 

 右の説明欄３、事業費の(3)熊本歴史・文

学館推進事業については、熊本近代文学館か

ら熊本歴史・文学館への拡充に向けた基本計

画、設計の策定や熊本の歴史、文化を発信す

る展示会の実施等に要する経費でございま

す。 

 以上、総額で10億4,181万6,000円を計上し

ております。 

 続きまして、資料の35ページをお願いいた

します。 
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 第84号議案財団法人熊本県青年会館に対す

る財産の減額貸し付けについて御説明いたし

ます。 

 詳しくは36ページをお願いいたします。 

 現在、財団法人熊本県青年会館に対し、建

物の用地として県有地を貸し付けておりま

す。その際、当該財団法人が青年団体の活動

促進や指導者養成等行っているという公益性

を有することに鑑み、貸付料の65％を減額し

ております。これまで、３年おきに契約を更

新しておりまして、現行の契約期間が本年３

月31日に満了を迎えるため、契約の更新を行

うものでございます。 

 以上でございます。御審議のほどよろしく

お願いいたします。 

 

○小田文化課長 文化課でございます。 

 資料の12ページをお願いします。 

 文化費７億164万1,000円をお願いしており

ます。 

 主なものは、まず、説明欄２の文化振興費

のうち、(3)美術館分館管理運営費、これは

指定管理者に委託する県立美術館分館の委託

料でございます。 

 次に、３の文化財調査費のうち、(2)の埋

蔵文化財発掘調査は、国などの公共事業に伴

い、県が受託した埋蔵文化財発掘調査に要す

る経費であります。 

 13ページをお願いいたします。 

 説明欄４の文化財保存管理費のうち、主な

ものは、(4)の県立装飾古墳館の管理運営な

どに要する経費と、(5)の鞠智城関係経費

は、鞠智城跡の管理運営費、公園整備費や国

の特別史跡指定に向けた取り組みに要する経

費でございます。 

 次に、14ページですが、美術館費３億2,93

8万4,000円をお願いしております。 

 主なものは、説明欄２の県立美術館の管理

運営に要する経費並びに５の細川コレクショ

ン永青文庫推進事業費で、展覧会の開催や永

青文庫所蔵の美術品や古文書などの調査研

究、修復に要する経費でございます。 

 次に、15ページですが、教育施設災害復旧

費7,572万8,000円をお願いしております。 

 これは、説明欄にありますとおり、熊本広

域大水害で被災した鞠智城跡の災害復旧に要

する経費でございます。 

 文化課分は、総額11億675万3,000円でござ

います。 

 以上でございます。御審議のほどよろしく

お願いします。 

 

○後藤施設課長 施設課でございます。 

 説明資料の16ページをお願いいたします。

歳出予算について御説明いたします。 

 資料３段目の全日制高等学校管理費でござ

いますが、２億78万8,000円をお願いしてお

ります。 

 右側説明欄をごらんください。 

 １の県立学校施設維持費につきましては、

県立高等学校の維持管理に要する経費でござ

います。 

 最下段の学校建設費でございますが、24億

3,751万4,000円をお願いしております。 

 右側説明欄をごらんください。 

 主な内容を申し上げますと、１の県立高等

学校施設整備費につきまして、(2)の校舎

新・増改築事業(単県)の８億6,635万3,000円

につきましては、県立学校の老朽・危険施設

改築に要する経費で、水俣工業高校特別教室

棟改築事業、球磨工業高校管理棟改築事業、

翔陽高校実習棟改築事業及び高森高校教室棟

改築事業に要する基本設計、実施設計、工事

請負費などでございます。また、新規の第一

高校校舎改築事業につきましては、事業実施

に向けた検討を行うための環境配慮調査に係

る経費でございます。 

 (4)の県立高等学校施設整備事業の15億2,5

55万4,000円につきましては、県立高等学校

の老朽・危険施設改修に要する経費でござい
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ます。 

 次に、17ページをお願いいたします。 

 特別支援学校費でございますが、12億1,58

5万1,000円をお願いしております。 

 右側説明欄をごらんください。 

 主な内容を申し上げますと、１の施設整備

費につきましては、(2)の特別支援学校施設

整備事業の11億9,441万9,000円は、特別支援

学校の新設、老朽・危険施設改修に要する経

費でございまして、熊本地区新設支援学校

(仮称)整備事業等に要する工事請負費などで

ございます。 

 以上、38億5,819万8,000円を計上しており

ます。 

 続きまして、31ページをお願いいたしま

す。 

 債務負担行為設定について御説明いたしま

す。 

 県立特別支援学校施設整備事業につきまし

て、平成26年度開校を目指して進めます熊本

地区新設支援学校(仮称)施設整備事業に係る

平成26年度執行予定分を計上しております。 

 以上でございます。御審議のほどよろしく

お願いいたします。 

 

○上川高校教育課長 高校教育課でございま

す。 

 説明資料の18ページをお願いいたします。 

 上段の事務局費は、2,629万4,000円をお願

いしております。高等学校再編整備の推進等

に要する経費でございます。 

 下段の教育指導費は、３億8,551万9,000円

をお願いしております。 

 右側説明欄をごらんください。主なものに

ついて御説明をいたします。 

 １の(1)の通学支援事業は、高等学校再編

統合に伴う通学支援に要する経費で、具体的

には、矢部高校、上天草高校のほか、新たに

天草高校天草西校募集停止に伴う通学支援を

行うものでございます。 

 続きまして、(4)をごらんください。 

 (4)の高校生キャリアサポート事業は、高

校生に対する就職支援等に要する経費で、キ

ャリアサポーターを就職状況の厳しい学校へ

配置するものでございます。 

 (5)の熊本県州立モンタナ大学高校生派遣

事業は、新規事業で、英語コミュニケーショ

ン能力と広い視野を備えたグローバル人材の

育成に資するため、高校生の州立モンタナ大

学での英語研修の受講等に要する経費でござ

います。 

 説明資料の19ページをお願いいたします。 

 ４の(1)のスクールソーシャルワーカー配

置事業は、県立高等学校へのスクールソーシ

ャルワーカー配置に要する経費でございま

す。平成24年度に、モデル校として湧心館高

校に配置しておりますが、25年度は、県北、

県南を加え、３校に配置したいと考えており

ます。 

 説明資料の20ページをお願いいたします。 

 教育振興費は、１億2,656万5,000円をお願

いしております。 

 右側説明欄に記載しておりますが、理科教

育設備や、２から４の定時制及び通信制課程

の生徒に対する修学奨励資金等及び５の産業

教育設備の整備に要する経費でございます。 

 説明資料の21ページをお願いいたします。 

 上段の学校建設費は、８億9,689万円をお

願いしております。 

 右側説明欄のとおり、県立高等学校再編統

合に伴う新設水俣高校の施設整備に要する経

費でございます。 

 下段の県立高等学校実習資金特別会計繰出

金は、7,055万円をお願いしております。 

 これは、一般会計から県立高等学校実習資

金特別会計へ繰り出すもので、右側説明欄の

括弧書きにありますように、水産高校におけ

る実習船「熊本丸」のドック経費等に充当す

るものでございます。 

 以上、一般会計は、15億5,096万3,000円を
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お願いしております。 

 続きまして、説明資料の22ページをお願い

いたします。 

 特別会計が２つございます。熊本県立高等

学校実習資金特別会計でございます。 

 上段の農業高等学校費は、１億8,008万2,0

00円をお願いしております。 

 これは、右側説明欄のとおり、農業関係高

等学校12校の実習運営に要する経費等でござ

います。 

 次の水産高等学校費は、１億240万円をお

願いしております。 

 これは、右側説明欄のとおり、水産高等学

校における実習船及び実習運営に要する経費

でございます。 

 続きまして、説明資料の23ページをお願い

します。 

 育英資金等貸付金は、14億4,140万4,000円

をお願いしております。 

 その主なものは、１の貸付金で、高校生に

対する奨学金の貸与に要する経費等でござい

ます。 

 以上、一般会計及び特別会計の総額は、32

億7,484万9,000円でございます。 

 続きまして、説明資料の32ページをお願い

します。 

 議案第79号熊本県立高等学校再編整備に伴

う通学支援奨学金貸与条例の一部を改正する

条例の制定について御説明を申し上げます。 

 まず、改正の必要性でございますが、１、

制定改廃の必要性にありますように、県立高

等学校の再編整備により、平成25年度から県

立天草高等学校天草西校の生徒の募集が停止

されることに伴い、通学に要する費用が増加

することにより修学が困難になる者に対し、

当該通学に必要な資金を貸与するため、関係

規定を整備する必要があるためでございま

す。 

 次に、改正の主な内容でございますが、１

点目は、通学支援奨学金の貸与の対象となる

再編整備の内容として、現行の条例では近隣

の高校が廃止されることのみを規定しており

ましたが、今回、当該高校の生徒の募集が停

止されることを新たに加えるものでございま

す。 

 ２点目は、通学支援奨学金の貸与の対象と

して、現行の条例では交通機関を利用して通

学する場合のみを規定しておりましたが、今

回、自宅からの通学は特に困難である者が寄

宿舎等を利用する場合を新たに加えるもので

ございます。 

 高校教育課は以上でございます。御審議の

ほどよろしくお願い申し上げます。 

 

○緒方義務教育課長 義務教育課でございま

す。 

 説明資料24ページをお願いします。 

 教育指導費２億7,418万6,000円をお願いし

ております。 

 主なものについて、右側説明欄により御説

明させていただきます。 

 まず、２の学校教育指導費(2)の学力向上

対策事業は、教員の指導力向上のための研修

や評価問題の開発、学力調査の実施等に要す

る経費でございます。 

 (4)の道徳教育総合支援事業は、本県独自

の道徳教育用郷土資料「熊本の心」の活用を

推進するため、推進指定校における研究及び

推進教師研修会等を実施するための費用でご

ざいます。 

 (6)のくまもと中学生英語力アップ支援事

業は、英語読み物資料等を作成するための費

用でございます。なお、読み物の題材として

は、道徳教育用郷土資料「熊本の心」を活用

したいと考えております。 

 (8)のいじめ問題等緊急支援事業は、新規

事業でございますが、学校や市町村教育委員

会だけでは解決が困難な深刻な事案に対応す

るため、外部の専門家等から成る支援チーム

を派遣するための経費でございます。 
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 続きまして、25ページをお願いします。 

 ３の教員研修費でございますが、(1)から

(4)のいずれも教員の指導力や専門性の向上

を図るための研修に要する費用でございま

す。 

 最後に、４の児童生徒の健全育成費でござ

いますが、(2)のいじめ・不登校対策総合推

進事業は、いじめや不登校の積極的予防、解

消を図るため、教職員の研修実施やスクール

カウンセラー等の配置による教育相談体制の

支援を行うための経費でございます。 

 (4)の子どもたちの未来を拓く教育環境改

善事業は、学校だけでは解決が困難な家庭環

境等に起因する不登校等の解消のため、スク

ールソーシャルワーカーの配置などを行うた

めの経費でございます。 

 以上でございます。御審議のほどよろしく

お願いします。 

 

○髙橋特別支援教育課長 特別支援教育課で

ございます。 

 説明資料の26ページをお願いいたします。 

 まず、上段の事務局費は、658万5,000円を

お願いしております。 

 これは、右側説明欄のとおり、重度･重複

障害児童生徒のための熊本地区新設支援学校

(仮称)の平成26年度開校準備に要する経費で

ございます。 

 中段の教育指導費は、6,082万1,000円をお

願いしております。 

 主なものについて御説明いたします。 

 (4)ほほえみスクールライフ支援事業は、

特別支援学校児童生徒に対する医療的ケアに

要する経費でございますが、新たに人工呼吸

器を装着して登校する児童生徒に付き添う保

護者の負担軽減のため、看護師派遣について

助成する経費を計上しております。 

 (6)発達障がい支援事業は、新規事業でご

ざいまして、学校に専門家を派遣したり、先

進校への教員の視察研修等を実施したりし

て、発達障害に対する理解促進や指導体制の

整備充実を図るものでございます。 

 下段の特別支援学校費は、1,127万4,000円

をお願いしております。 

 主なものは、説明欄のとおり、特別支援学

校分教室運営に要する経費でございます。 

 以上、7,868万円でございます。御審議の

ほどよろしくお願い申し上げます。 

 

○池田人権同和教育課長 人権同和教育課で

ございます。 

 説明資料の27ページをお願いいたします。 

 まず、上段の教育指導費724万4,000円は、

課運営費及び人権教育に係る教職員の指導力

の向上を図るための各種人権教育研修事業と

学校教育における人権教育推進に要する経費

でございます。 

 中段の教育振興費2,639万3,000円は、地域

改善対策奨学資金の返還に伴う国庫補助相当

分の国への償還金及び未収金回収のための非

常勤職員の任用等に要する経費でございま

す。 

 下段の社会教育総務費1,413万1,000円は、

人権教育推進のための資料の作成、人権フェ

スティバルの運営及び人権教育関係団体への

事業費補助、社会教育における人権教育推進

に要する経費でございます。 

 以上、総額4,776万8,000円でございます。

御審議のほどよろしくお願いいたします。 

 

○城長体育保健課長 体育保健課でございま

す。 

 説明資料の28ページをお願いいたします。 

 まず、保健体育総務費として、４億8,680

万3,000円をお願いしております。 

 右側説明欄をごらんください。 

 ２の(1)歯・口の健康づくり推進事業は、

フッ化物洗口等歯と口の健康づくりを推進す

るモデル校の指定や学校へのアドバイザー派

遣等に要する経費でございます。 
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 (2)安全安心な学校づくり推進事業は、管

理職を対象とした交通安全対策や学校給食に

関する研修に要する経費でございます。 

 (3)第77回全国学校歯科保健研究大会は、

本県で行われます全国学校歯科保健研究大会

に対する助成でございます。 

 (1)から(3)は、いずれも25年度の新規事業

でございます。 

 次に、説明資料の29ページをお願いいたし

ます。 

 体育振興費として、２億3,834万9,000円を

お願いしております。 

 １、学校体育振興費の(1)小学生の運動部

活動及びスポーツ活動のあり方検討事業は、

小学生の運動部活動、スポーツ活動の適正化

の検討に要する経費でございまして、25年度

の新規事業でございます。 

 ほか、(2)から(4)につきましては、学校体

育、部活動、そして高体連に対する助成でご

ざいます。 

 ２、社会体育振興費の(1)子どものスポー

ツ環境整備支援事業は、地域スポーツとトッ

プスポーツが連携して行う子供たちに対する

スポーツ教室や体験合宿等に要する助成で、

競技力向上に向けたジュニアの強化策として

立ち上げた新規事業でございます。 

 (2)から(5)につきましては、体育協会を通

じまして各団体を支援するものでございま

す。 

 次に、30ページをお願いいたします。 

 体育施設費として、８億1,031万7,000円を

お願いしております。 

 １、県営体育施設管理費でございますが、

(1)藤崎台県営野球場を初め、県営体育施設

６施設の指定管理者への管理委託等に要する

経費でございます。 

 ２、県営体育施設整備費でございますが、

主な事業は、(1)県営体育施設整備事業でご

ざいまして、県営体育施設の計画的な改修等

に要する経費でございます。 

 以上、総額15億3,546万9,000円でございま

す。御審議のほどよろしくお願いいたしま

す。 

 

○溝口幸治委員長 以上で教育委員会の説明

が終わりましたので、質疑を受けたいと思い

ます。質疑はありませんか。 

 

○大西一史君 まず、義務教育課ですね。25

ページのいじめ・不登校対策の総合推進事業

ということで予算が上がっています。 

 これについては、いろいろと今、要望であ

るとか、いろんなこと、それからスクールカ

ウンセラーだとか、そういったところについ

てのお話がありました。 

 今、実はいじめの問題がいろいろと話題に

なっていますけれども、特に報道で今問題に

なっている和水町立中学校の３年生の男子生

徒が自殺したということで、これがいじめに

起因するかどうかということで町議会でもい

ろいろ議論があって、教育長さんが、いじめ

があったのは事実だけれども自殺の原因では

ないというふうに答弁をしたり、あるいは、

いじめではなく、その後いじめ的行為だった

とかということで議事録を訂正されたりとい

うことで、ちょっといろいろとそういう問題

も出てるようなんですが、こういう問題、要

はこういう、町あるいは市町村の教育委員会

のこういった対応ですね。 

 特に、この和水の問題を含めてなんですけ

れども、こういう問題について今どう教育委

員会として捉えているのかというのを、ちょ

っとまずお聞かせください。 

 

○緒方義務教育課長 今の御質問ですけれど

も、基本的なことをちょっとお話しさせてい

ただきます。 

 基本的なことにつきましてですけれども、

いわゆる地方教育行政の組織及び運営に関す

る法律というのがありまして、その第23条に

 - 9 -



第10回 熊本県議会 文教治安常任委員会会議記録（平成25年３月15日) 

基づきまして、基本的には教育委員会の職務

権限が規定されております。 

 今ありました本事案等につきましてですけ

れども、第一義的には設置してあります和水

町教育委員会の権限であり、町教委と学校が

対応されるべきことだと思っております。 

 ただ、そこで県教育委員会ですけれども、

同じ地教行法の中の48条に規定されておりま

すが、指導、助言及び援助をする立場という

ことがありまして、これまでも、例えば和水

町につきましては、要請を受けまして、発生

当初から指導主事等を派遣し、指導、助言を

やってきているところでございます。 

 

○大西一史委員 その指導、助言をやった結

果、どう受けとめとるのかということを聞い

ておるんですけれども。一義的には町の教育

委員会が当然やっていくべき問題であるとい

うのはよくわかるんですが、県教委として、

これは市町村教委との協力関係の中で、こう

いういじめ・不登校対策総合推進事業あたり

も当然これから展開していかれるわけでしょ

うから、今回の問題が、特に今話題になって

いるものですからお聞きしているわけなんで

すけれども、いかがでしょうか。 

 

○緒方義務教育課長 今話題になっています

ように、基本的には判断というのは町の教育

委員会のほうでしていただかなきゃいけない

んだと思いますけれども、うちのほうでもい

ろんな指導とか助言とかやりながら、その方

向性とかというのはきちんと指導してまいっ

てきているところでございます。 

 それから、今第三者委員会の設置について

要望が上がっているということでありまし

て、その設置につきましても町長のほうが検

討されるということですので、うちのほうも

設置等につきましてもしっかりと支援をする

ような方向でいきたいと思っております。 

 

○大西一史君 ちょっと教育長にお尋ねしま

すが、この件について、私、少しやっぱりい

ろいろな対応、現場での対応いろいろあると

思うし、事実関係も本当にそのいじめに起因

するのかどうなのかというのは、その当事者

が自殺をしているということで、なかなかわ

からないケースですよね。 

 ただ、こういうケースというのは、全国で

たくさんありますよね。やっぱり自殺したこ

とが、いじめに起因するのではないかという

ようなことで、非常にその保護者の方も、学

校であるとか教育委員会であるとかというと

ころに対する対応についてどうなのかという

ことをやっぱり問われていくわけですよね。

この気持ちというのは、これは原因がなかな

かわからない中で、それは心情的に非常に理

解できるし、あと、そういったところにもや

っぱり適切な対応をしていかないと、問題が

特にやっぱりこじれていく要因になっていく

んだと私は思いますね。 

 だから、いろいろな要因がある中で、その

一つの中でいじめ的な行為もあったんじゃな

いか、いじめ的といじめがどうかというの

は、私はよくわからないんですけれども、こ

ういった報道をされてることも含めて、教育

長として、この問題をどう受けとめられて、

今後どう対処をしたほうがいいのか。県教委

としてできることは、さっき義務教育課長が

おっしゃったことだろうと思いますが、全般

としていかがでしょうか。 

 

○田崎教育長 この問題が起こりましたのは

昨年夏でございますけれども、町教育委員会

のほうは、発生当初から御遺族の意向を最大

限に配慮して、全生徒のアンケート調査を実

施したり、教職員とその遺族との交換ノート

なんかにも取り組んでおられます。そのアン

ケート調査結果も全て御遺族のほうにお渡し

しておられると。継続的なやりとりといいま

すか、対応もずっとやられてこられておりま
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して、一部言われておるような、何かアンケ

ートを隠すとか、そういう従来のものとは、

この対応としては全く違った形をされておる

と。県教育委員会として、町教委としてやら

れる最大のことはやられてきたんだというふ

うに思っております。 

 ただ、結果として、やはり今の状況で意見

の食い違いというのが出てきておりますの

で、県教委としても、従来も、先ほど課長が

説明しましたように、指導主事を派遣した

り、スクールカウンセラーを派遣したり、精

いっぱいのことをやってまいりましたけれど

も、今後も、そういう対応といいますか、県

教委としてできる限りの対応は、町教委の求

めにも応じながらやっていきたいというふう

に考えているところです。 

 

○大西一史君 ちょっとこの問題だけで長く

やってもいけないのであれなんですが、今教

育長がおっしゃったように、早くから町では

対応されて適切にやられてたと。ところが、

これがだんだんだんだんやっぱりずれてくる

ということが私は非常に問題があるなと。信

頼関係がどこかで崩れていくというところ

が、これはいろんな問題解決をするに当たっ

ても、それは御遺族の感情としてはやっぱり

気持ち的に非常に受けとめられないと。自分

の子供の死をなかなか受けとめられないとい

うような精神状態の中で、要は、教育委員会

として、決してこれは全てを否定したりとか

ということではなかろうと思いますけれど

も、こうやって教育長さんもいじめ的な行為

があったということは議会でも発言されるぐ

らいですから、そういった声も含めていろい

ろ考えられるんだろうけれども、どうしても

対応、行政あるいは教育委員会なり学校なり

の対応が非常にかたいと。要は、誠実に応え

てないんじゃないかというような形でどんど

んどんどん不信が高まっていくというのは、

これは問題をいろんな意味でこじらせる大き

な要因でもあるというふうに私は思っていま

す。 

 だから、そういう意味では、さっき教育長

がおっしゃったように、市町村の教育委員会

が一義的にその責任はあるけれども、県教委

として、そういうやっぱりその信頼関係構築

の部分での本当に真相をきちっと明らかにす

るという意味で取り組むためのやっぱりバッ

クアップをしっかりやっていただきたいなと

いうふうに思うんですよね。その辺はいかが

でしょうか、教育長。 

 

○田崎教育長 大西委員がおっしゃってるよ

うな気持ち、私も持っております。この問

題、町のほうで、先ほど話がありましたよう

に、第三者委員会というのを設置される状況

になりますので、ある意味県教委としてやれ

る部分というのも、ある程度制限されてくる

部分もあるとは思います。町、あるいは町教

委、第三者委員会のそういう取り組みに対し

て、県教委としても、精いっぱい協力といい

ますか、助言していきたいというふうに思っ

ております。 

 

○大西一史委員 わかりました。 

 

○城下広作委員 ちょっと関連でいいです

か、その件の関連で。 

 これは、外部専門チームを派遣するという

ことの事業が考えられるんですけれども、例

えば、こういうケースでも、あくまでもこれ

は要請されてからしか、こういう組織を仮に

つくっても動かないと。こちらから、県教委

から最初に、ここはこの派遣をしたほうがい

いというような判断はしない、あくまでも現

場、町、例えば教育委員会、そうした派遣さ

れたときに考えるという事業ということです

か。 

 

○緒方義務教育課長 義務教育課でございま
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す。 

 来年度、いじめ問題対策緊急支援事業の中

で計画しておりますのは、先生おっしゃった

ように、基本的には要請なんですけれども、

大きな事案とか課題がある事案につきまして

は、今でも教育委員会と連携をやって、打ち

合わせをやりながらやっておりますので、こ

れが必要というときには、指導、助言の中で

派遣をするというような意思決定もしなきゃ

いけないんじゃないかなと思っています。 

 

○城下広作委員 だからそれがですね、その

時期が、いつも我々はかなり時間がたってか

らマスコミで聞くわけですね。知ることが多

いんですよ。だけど、県教委、例えばいつの

段階でそういう判断をして、そういう案件で

これは大変だというふうに考えるか、また、

派遣する内容なのかというのは、案件によっ

ては大変これは判断が難しいと思うんです。

介入する、見ておく、だけどタイミングは下

手にずれる、問題が大きくなって後で外部派

遣した、事がわからないから逆によくわから

なくなる。 

 非常に、これをやっぱりやるというふうに

決めれば、その辺のある意味では何といいま

すか、このタイミングというか判断、それだ

けの情報収集、どこまで自主的に県がつかも

うとするのか、まず地元に任せて、ずっとそ

の事後報告で判断するのかというやり方で全

然この意味合いが変わってくるなというふう

に思うんですけれども、その辺はちょっとし

っかりやっぱり論議をしとかないといかぬの

かなと思いますけれども……。 

 

○緒方義務教育課長 先生がおっしゃるとお

り、やっぱり緊急派遣ですので、緊急な対応

は必要だと思っています。大きな事案につき

ましては、現在も、当日すぐにいろいろ話し

合いをしまして、指導主事を派遣しておりま

す。そういう判断をする部会というんです

か、会議というのを本庁のほうにつくって、

市町村教育委員会とともに協議して、できる

だけ早い時期に派遣できるような体制はつく

らなきゃいけないと思っています。 

 

○溝口幸治委員長 ほかにございませんか。 

 

○小杉直委員 実は、もしかすると次の議会

からは文治から離れなんかもしれぬので、や

やちょっと寂しい気でおりましたら、委員長

がそれを察して、きょうはどんどん質問して

くださいと言われておりますので、日ごろは

質問の数が少なかつかもしれませんが、３、

４点ほど教育委員会に。 

 最初は、16ページの学校建設費で、県立高

等学校施設整備費の中で、(2)の中に新、新

しいですな、第一高校校舎改築事業となって

おりますが、これは、大体この中身はどうい

うものですかね。 

 

○後藤施設課長 今回のこの調査事業は、御

説明でも申し上げましたように、環境調査を

する予算でございまして、県の公共事業等環

境配慮システムというのがありまして、その

中で自主的に5,000平米を超えるようなもの

については１年間環境調査をしなさいという

ことになっておりますので、その調査の予算

を今回組んでおるところでございます。 

 

○小杉直委員 あそこは、御承知のとおり、

熊本城かいわいで非常に文化財が出がちな場

所ですたいな。大体この第一高校について

は、どのくらいの予算を組んでおるわけです

か。 

 

○後藤施設課長 全体で34億程度を将来的に

は見込んでおるところでございます。 

 

○小杉直委員 ここに出して、総額、総事業

費かもしれませんが、第一高校校舎改築事業
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として、新規として25年度予算に上げてあり

ますから、これが大体どのくらいの予算の金

額かということを尋ねよるわけですたい。 

 

○後藤施設課長 来年度にお願いしておりま

すのは、調査費として2,000万、環境調査の

予算をお願いしております。 

 

○小杉直委員 はい、了解しました。 

 次、２点目、24ページ２の(4)道徳教育総

合支援事業。 

 道徳教育用郷土資料「熊本の心」の活用云

々というふうに書いてありますが、これは非

常によくできた書物だというふうに認識して

おりますが、この中で道徳教育推進指定校の

指定に要する経費と書いてありますが、これ

の活用の中身はどういう考え方ですかね、来

年度は。 

 

○緒方義務教育課長 まず、指定校ですけれ

ども、10校を考えております。各管内１とい

うことで考えております。この推進校で活用

といいますと、そこで実践をしたことを、課

題とか成果とかありますので、それを管内、

県内に広めていくための研究をしていただく

ような費用と考えています。 

 

○小杉直委員 もうちょっと具体的にお尋ね

したかですけれども、去年のある程度の時期

で「熊本の心」ができておるでしょう。これ

の配付状況とか活用状況はどうなってるんで

すかな。 

 

○緒方義務教育課長 「熊本の心」につきま

しては、全小中学校に配付して活用されてお

ります。また、公民館とかいろんなところに

配布しております。それで、活用ですけれど

も、全ての小中学校では、道徳の授業とか読

み聞かせとか保護者会の中で活用されており

ます。 

 

○小杉直委員 要望にかえておきますが、新

政権でも道徳教育を正科に上げようというよ

うな方向もあるぐらいですから、よくできて

いる資料と思いますので、しっかり活用、生

きた活用を引き続きやってくださいね。 

   （「はい、ありがとうございます」と呼

ぶ者あり） 

○小杉直委員 ３点目、28ページ１の職員給

与費の中で、体育保健課の職員給８人分とし

て出してありますが、これは事務系と教職員

の人数の割り振りはどうなっていますかね。 

 

○城長体育保健課長 これは事務職員分でご

ざいまして、体育保健課の指導主事の分は含

まれておりません。 

 

○小杉直委員 なら、事務系ということです

が、城長課長のところの教職員の方は、小中

高、その分類はどぎゃんなっておりますか、

今おられる方は。 

 

○城長体育保健課長 体育保健課には、それ

ぞれ小中高からの籍から来ておりまして、ま

ず、健康教育のほうに今９名おりますが、こ

れは全て学校籍でございます。高校籍が３

名、それから中学籍が３名、小学籍が３名

と、それから学校体育係は４名おります。４

名今おりますけれども、高体連の指導主事も

籍に入っておりますので、これが計５名でご

ざいまして、高校籍が３名、中学籍が１名、

小学籍が１名でございます。そして、スポー

ツ振興係がございます。こちらには、体育協

会に１人派遣しておりますが、それを別とい

たしまして、現在５名指導主事がおりまし

て、小学籍が１名、中学籍が１名、そして高

校籍が２名でございます。 

 以上でございます。 

 

○小杉直委員 確認ですが、小中高から来て
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おられるということですな。 

  （「はい」と呼ぶ者あり） 

○小杉直委員 最後に要望です。 

 大西委員、城下委員と関連するわけです

が、教育長の挨拶の中で、当然お二人の質問

にあったように、いじめ・不登校対策関連事

業費として１億6,100万円余云々とこう書い

てありますね。その下のほうに、溝口委員長

たちが中心になってつくられた、家庭の教育

力の向上を図るため、くまもと家庭教育支援

条例の普及啓発云々と書いてありますが、こ

れは、これまでの委員会の中で、まず、本議

会中に、議員の質問で、学校現場の教職員の

負担が大きいと、だからもう少し軽減すべき

じゃないかという対策について質問がありま

したな。 

 それに関してですが、私が、今までの中

で、家庭訪問ということが非常に御家族、父

兄とのコミュニケーション、もちろん関係す

る生徒、子供とのコミュニケーションに重要

な部分があるわけですが、担任の先生が回る

というのもなかなか時間が足らない面があり

ますから、担任以外の家庭訪問の先生も考え

てみたらいかがですかと言ったことを覚えて

おられますかな。それに対する返事がありま

せんので、後日ひとつ個別に返事をいただき

たいというふうに要望しときます。 

 以上です。 

 

○溝口幸治委員長 ほかにございませんか。 

 

○山本秀久委員 私は、今の小杉先生にちょ

っと関連しますけれども、道徳教育の問題

ね。 

 これは本当に真剣に取り組んでもらわぬ

と、いろいろいつまでも成果が出てこないん

だわな、そういう結果が。どういうふうにし

て今までやっているのか、そういうところの

説明を我々は聞いてないから、わからぬ。 

 どういうふうな成果を出しておるのかとい

うことが１つと、もう一つは、小中学校の生

徒の水俣病問題の教育の問題。この問題は、

どういうふうな反響を持っているのか、そう

いうのもひとつ説明願えませんかね。その２

点。 

 

○緒方義務教育課長 御指摘のとおり、道徳

教育については非常に重要なものと認識して

おります。今小杉先生からありましたよう

に、本県では郷土の偉人等と文化等を活用し

た「熊本の心」をつくっておりますので、道

徳の授業では、あれを全ての学校で実践し、

または保護者会等で紹介しているところで

す。また、学校によって、先ほど言いました

けれども、読み聞かせにも使っていただい

て、非常に道徳の授業のかなめとしておりま

すけれども、学校教育全般で使っていただく

ように工夫しているところでございます。 

 それから、先ほど言いましたように、推進

校を10校各管内に指定をしておりますので、

それの活用方法についても、管内はもちろん

県内に広めながら成果を上げていきたいと今

考えておるところです。 

 それから、「熊本の心」の販売についてで

すけれども、本年の３月末、または４月当初

かもしれませんけれども、販売するような形

で、学校教育だけでなく、県民のほうにも、

この「熊本の心」を広げていきたいと考えて

おります。 

 道徳教育については、そのような形で、学

校教育全体を通して指導していけるような体

制づくりをしていきたいと考えております。 

 

○溝口幸治委員長 水俣病関係。 

 

○緒方義務教育課長 水俣に学ぶ肥後っ子教

室ですけれども、これにつきましては、環境

面、それから水俣病問題についての学習と２

本柱でやっております。今現在、県内の小学

校５年生全てを環境センター、水俣病資料館
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等に派遣しまして、環境と水俣病の学習につ

いて学習をさせております。 

 そのために、今資料をつくりまして、やは

り事前に訪問するための学習が必要ですの

で、やはりなぜ、どんな勉強をするかと、し

っかり勉強してもらわなきゃいけませんの

で、事前学習とそれから当日の学習、それか

ら事後の学習と、これに力を入れるように資

料集をつくりまして、全学校で指導してもら

っているところです。また、事後学習の後

は、保護者会とかで、その成果を発表するよ

うな形でお願いしているところです。 

 

○山本秀久委員 今２点の問題について、そ

の後の成果たいね。出た問題、いろいろとそ

の過程についての何か問題点が起きてるもの

はないでしょうか。ありますか、何か。何か

２つの問題点が、道徳教育の問題で、保護者

の間とか、いろいろな関係の問題で、問題点

が生まれてきてないかということ……。 

 

○緒方義務教育課長 部活動で水俣病差別発

言が発生しておりまして、部活動中に対戦相

手の学校から水俣病に関する差別発言があっ

たという事例は出ております。それにつきま

しても、学校、それから教育委員会…… 

 

○溝口幸治委員長 課長、そういう話ではな

くて、山本委員がおっしゃってるのは、道徳

教育とか、今の水俣病の教育とかをやって、

成果はどういうふうにあらわれてるのかとい

うことをおっしゃってますので、課長お願い

いたします。 

 

○緒方義務教育課長 例えば、道徳につきま

しては、子供たちの中で、やはり例えば「熊

本の心」を使いまして、偉人を知ってそこに

訪問したりとか、例えば地域の方を紹介して

おりますので、地域に出てその方のことをも

っと調べようとかいうふうな形で、本当に、

授業だけではなく、地域に出て本当の意味の

先人の思いに触れようという動きも出てきて

おりまして、非常にいろんな形で成果が上が

ってきていると思っています。 

 

○山本秀久委員 だけどね、その成果が上が

っているというのは、どういうふうにして成

果が上がっているのか、それが確かなものな

のかがわからぬわけですよ。本当に、どうい

うふうに影響を受けているのか、子供がそれ

聞いて。どういうふうにして、道徳教育のこ

ういう問題を教わったときに、何でこういう

ものがあるのかとか、いろいろ疑問を持つん

だと思うんだ。そういうときの成果というも

のの過程の表現が出てこないものだから、成

果、幾らやったって成果が出てこなきゃ何に

もならぬから、その成果を聞きたいわけだ。

それをとってないから、出てこないから、そ

れを聞いてるわけだ。ただやるだけでいいの

かなということでね。 

 

○溝口幸治委員長 今山本委員がおっしゃっ

てるのは、道徳教育のものすごく本質的なと

ころで、その教育を行ってどういう成果が出

てるのか、どういうふうな人格形成がきちっ

といくのかというところなんですが、これは

もう非常に難しいところですね。 

 いわゆる道徳教育を教科化しようとか、そ

ういう流れもそういうところの本質的な問題

ですが、例えば道徳教育で、私の事例であれ

ですけれども、例えば国宝青井阿蘇神社とい

うページがありますね。ここは、この道徳教

育をやるときには、こういう目標を達成した

いと先生が目標を持ってその教育をやってい

くわけですから、終わった後に子供に作文を

書かせたり感想を書かせたりして、こういう

ことに気づいたとか、今度ぜひ行ってみよう

と思うとか、おじいちゃんたちの気持ちがよ

くわかったとか、あるじゃないですか。 

 だから、ああいうものをやっぱりちょっと
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集計して、今後そういうのを集計して、例え

ば10校モデル校があるなら、そこでこういう

ふうな気づきや学びがありましたみたいなも

のが、後日我々にも情報として提供されると

いうようなシステムをちょっと御検討いただ

くとわかるんですが、道徳教育に力を入れま

す、こういうことをやってますというのは、

我々と思いは一緒なんだけれども、その後ど

うなっていくのか、もしかしたらどこかで修

正せないかんかもしれぬという我々側の気づ

きというものが全くこれでは感じられないの

で、やっている授業は正しいんですが、それ

がどう生かされているのかという観点から、

ちょっとその辺を今後検討していただくとい

うことで、緒方課長から最後御答弁をいただ

きたいと思います。 

 

○緒方義務教育課長 ありがとうございまし

た。 

 確かに、おっしゃったとおり、成果が見え

ないということで、私どもも評価項目をつく

りまして、各学校に配りまして、子供の意見

を聞きながら、ちょっと課題と成果について

は整理したいと思っております。 

 

○山本秀久委員 今委員長が指摘されたこと

は大切だと思うんですよ。それはなぜかとい

うと、聞いただけで――我々は、子供に聞い

てみるわけだ。水俣病というのは、大人の世

界ではこれだけ大変な問題なんだということ

がわかっとるわけだ。そして、地域全体が本

当に水俣病で苦しんでるわけですよ、医療の

問題から全て。そういう問題を、その地域に

住んでる子供たちが、それに無関心なんだ

な。だから、そういった面にちょっと疑問を

いつも持ってるわけですよ。その教育という

ものは本当に大切なんだなって。せっかくこ

れだけ地域の問題点を指摘しているのに、地

域の子供たちが、それに対して、ただ、ああ

そうかそうかで終わってしまってる。そうい

うことが、私は教育の一番基本的な問題だろ

うと思うものだから、申し上げたわけです。

だから、そういうことですから、そこをよく

御認識いただきたいということです。 

 

○緒方義務教育課長 ありがとうございまし

た。 

 

○溝口幸治委員長 あわせて御検討をお願い

いたします。 

 次に。 

 

○大西一史委員 済みません、何度も。２ペ

ージ、教育政策課の新規事業の未来の学校創

造プロジェクトについてちょっとお尋ねで

す。 

 タブレット型ＰＣであるとか、デジタル教

科書等のＩＣＴを活用した指導、学習方法の

検討等に要する経費ということでありますけ

れども、この予算で大体どのくらいのタブレ

ット型ＰＣが配置をされるのか、大体どのく

らいの学校にどのくらいの規模ということが

あるのかというのを、ちょっと詳しく教えて

いただきたいんですけれども。 

 

○田中教育政策課長 教育政策課でございま

す。 

 ２ページの新規事業として未来の学校創造

プロジェクト事業を予定しておりますけれど

も、今回予定しておりますのは、県立中学校

を含めまして、中学校で２校、小学校で２校

でモデルとしてやってみたいと考えておりま

す。県立中学校は、今回タブレットを借りて

という形で考えておりますけれども、市町村

立学校の場合は、既存のタブレットＰＣをも

う既に配備している市町村の学校をピックア

ップして、そちらで検討したいということで

考えております。 

 

○大西一史委員 これについては、デジタル
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教科書との関係があって、その点特に力を入

れてもらいたいなと私思っているんです。デ

ジタル教科書は、もう御承知のとおり、指導

者用とそれから学習者用というふうに２つあ

りますけれども、指導者用のほうは、かなり

これ、管内視察でも多分見られたんじゃない

かなと思いますけれども、電子黒板等々をう

まく使いながらやっているものは大分普及を

していると。導入状況はかなりよくなってい

るということですが、この学習者用のデジタ

ル教科書ですね。 

 要は、学ぶほうの生徒が、タブレット型Ｐ

Ｃを使ってやるということが、なかなか――

これから、この事業で熊本県はかなり先進的

に進んでいくほうだろうというふうに思いま

すが、世界的に見ると、かなりやっぱりおく

れているという認識を持ったほうがいいとい

うふうに思います。 

 というのが、2014年度からですかね、お隣

の韓国で学習用のデジタル教科書を全面的に

導入して、１人１台を2020年までには全部配

備を終わるというような、たしか計画があっ

たと思います。そうなると、やっぱり国との

競争といいますか、そういった差の部分でい

くと、かなり日本というのは、やっぱりまだ

まだおくれてくるんじゃないかなというふう

に思います。 

 ただでさえやっぱり韓国が進んでいる中

で、こういう、要はデジタル機器というのを

使うということに関しては、かなりやっぱり

ベースとしてもう当たり前の世の中になって

きている中で、そういうものを使いながらど

ういう人材をつくっていくのかということの

ターゲットがやっぱりないといけないと思う

んですが、その辺についてはどう考えておら

れますかね。 

 

○田中教育政策課長 教育政策課でございま

す。 

 今、大西委員のほうから御意見ありました

けれども、今回、学習者用デジタル教科書と

いうのは、文部科学省も今回初めてお貸しい

ただけるというところで今交渉しているもの

でございまして、この学習者用は、学習指導

要領に載った教科書という観点でのデジタル

は今回初めてになるかと思いますので、その

モデル的ケースとして文科省と協議をしなが

ら今進めているところでございます。 

 この成果につきましては、ＩＣＴの関係で

先般山江村を御視察いただきましたけれど

も、あのときの山田小学校のＩＣＴを活用し

た授業で学力のレーダーチャートをお見せい

ただいたと思いますけれども、まず、ＩＣＴ

を活用することで興味、関心がふえる、その

後学力も上がるというデータをいただきまし

たので、あのようなものを参考にしながら、

成果も検討していきたいと思っております。 

 

○大西一史委員 これは、熊本県でもかなり

先進的にやっているほうだというふうに思い

ます。でも、国際的に見ると、やっぱりそう

いう状況にあるということは念頭に置きなが

らやっていかないと、これから21世紀に向か

ってどういう子供たちをつくるかと、将来世

代にわたってどういう人材を育成していくの

かと考えたときに、やっぱり間違いなく高度

なＩＣＴの世界に今からなっていくというふ

うに思うんですね。そういうときに、例えば

今までみたいにただ単に暗記だけをしてやる

とかという教育ではなくて、そんなものは見

りゃ出てくるという世の中になってくると、

それをどう活用するかという人材を育成する

かということが大きくなってくると思いま

す。 

 特に、やっぱりコミュニケーション能力と

か、自分で考える能力とか、自分で発表する

能力、プレゼンテーション能力とか、そうい

ったものを、例えばこういう新しいものを使

いながら育てていくんだということがやっぱ

り目標にないと、ただ単に、機械を入れまし
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た、はい、先進的なことをやりました、モデ

ル的にやりましたで終わってしまうので、そ

こで、ただ単に全国的に導入すりゃいいとい

う問題じゃなく、これはもう財源の問題があ

りますから、国にもこれは当然お願いしてい

かないかぬと思いますし、ただ、今度は、市

町村格差とか、地域間格差で、使える子供た

ちとそうでない子供たちがやっぱり出てくる

わけですから、その辺も含めて、ぜひターゲ

ット、目標をしっかり見据えて、これは事業

を進めていただきたい。そして、これ検証結

果を早目に出して、国のほうとも協議しなが

ら、次の国の政策につながるように打って出

ていただきたいなということを強くお願いを

しておきます。答弁は結構です。 

 

○山口ゆたか副委員長 大西先生も１つ考え

方を示されましたけれども、私も、この前の

管内視察を通じて、そういったＩＣＴもうま

く利用されながら、しかしながら、例えば机

の上には一般の辞書があって、みんなでその

言葉、例えば産業という言葉だったですけれ

ども、その言葉の意味を調べてみようとい

う、ああいった、やっぱり現場では、本当に

タブレットのよさと、しかしながら、子供が

備えなければいけない能力と、やっぱりすご

くバランスをとっていい授業をつくられてた

んですよね。 

 そういった観点から、今実際行われている

ものをしっかりとどうやって利活用すれば子

供たちの、例えば知的好奇心をうまく導き出

せるかとか、やっぱりうまい使い方、そして

また、そうですね、確かにＩＣＴ化が進む中

で、そのように順応するような子供たちを育

てることも大切かなとは思うんですが、やっ

ぱり基礎的に必要なものは現場の皆さんが実

は一番わかってるんじゃないかなと思います

ので、利活用は丁寧さと慎重さがあっていい

のかなということだけは意見させてくださ

い。 

 

○溝口幸治委員長 ほかに。 

 

○城下広作委員 私もタブレットの話はした

いなと思ったけれども、全く同感でございま

して、導入を進めるべきだというふうに思っ

ております。好むと好まざるとは別に、社会

人になれば必ずそういう環境が、社会が待っ

ていると、その中でなれ親しんでいく、まし

てや、国際社会はそういうものからもう既に

環境整備がなっているということから考えれ

ば、避けて通れないものだというふうに思い

ますので、これはしっかりとやっていただき

たい。 

 そこで、ちょっと確認したいのは、熊本県

は、その位置づけとして、全国的に見ると進

んでいるのか、進んでいないのか、それだけ

ちょっと一応参考に教えていただきたいと思

います。 

 

○田中教育政策課長 ＩＣＴ教育関係につき

ましては、中身につきましては進んでいるほ

うだろうということで、文部科学省も結構上

の方まで視察に来られて、特に人吉方面でご

ざいますとか、そのようなところについては

しょっちゅう来ていただいて、熊本に関心を

持って見ていただいているというところだと

思っております。 

 

○城下広作委員 わかりました。ちょっと別

件でございます。 

 例の熊本市内にできる特別支援学校なんで

すけれども、これはパースも見ましたけれど

も、アートポリスという位置づけだったか、

それとも、じゃなかったかということをちょ

っと確認させてください。 

 もう一点は、高校教育課と義務教育課も一

緒なんですけれども、スクールソーシャルワ

ーカーの配置が結構あるんですけれども、こ

れは今回の予算で限られてますけれども、こ
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れはまだ本来はふやしたい、だけど予算の限

界があるから今回はこのぐらいにとどめてい

る、本当は現場ではもっと必要なんだという

認識はどちらなのか、その辺の見通しをちょ

っと教えてくだたい。 

 

○後藤施設課長 今度の重度・重複の施設に

ついては、アートポリスではございません。 

 

○城下広作委員 了解でございます。 

 

○緒方義務教育課長 スクールソーシャルワ

ーカーにつきましては、今義務制は10管内配

置しておりますけれども、各学校からの要請

は多いということで、スケジュールを組んで

今やっている状況でございます。 

 

○溝口幸治委員長 今城下委員がおっしゃっ

たのは、本当はもっとふやしたいけど、財政

課との協議でというとが、瀬口局長かなん

か、まとめて……。 

 

○瀬口教育指導局長 それでは、スクールソ

ーシャルワーカーの効果としましては、非常

に学校現場としては大変活用度が高いという

ふうにお聞きしておりまして、今後とも検証

しながら広げていくのか、また、この現状の

まま、また活用の方法を考えていくのかとい

うことをちょっと検討してまいりたいと思い

ます。 

 

○溝口幸治委員長 予算要求は満額オーケー

だったんですか、じゃあ。（城下広作委員

「大事なところですよ」と呼ぶ）そこでしょ

う、質問の。 

 

○城下広作委員 今回は、それで要するに満

足しているのか、本当は必要だけれどもなか

なか難しいという現状なのか、そこを皆さん

の考えを確認したいということだから、私が

言っていることは。 

 

○上川高校教育課長 高校教育課でございま

すが、高校教育課は、今年度は湧心館高校に

配置をいたしまして、その効果について検証

したところでございます。スクールソーシャ

ルワーカーにつきましては、特に家庭的に非

常に厳しい子供たち、背景に持っている子供

たちにどう支援していくかというのが一番大

きな役割だと思いますが、まずは、学校がこ

のスクールソーシャルワーカーの用い方とい

いますか、それをしっかりと理解をすること

がまず必要だろうというふうに思います。 

 

○溝口幸治委員長 質問は、中身はみんなわ

かっておるわけで、大事だというのはわかっ

てるけれども、教育委員会として、もっと必

要と思ったけれども、今回査定で残念な結果

になったのか、それともこれでよかったと思

っているのか、それを聞いてるわけですね。 

 

○上川高校教育課長 わかりました。 

 高校教育課としては、今年度、県北と県南

でまた派遣をしていくつもりでおりますけれ

ども、26年、27年までは、この３つの状況で

検証をしていきたいというふうに考えており

ます。それ以降は熟知してくるでしょうか

ら、ぜひ、効果をより高めるためにどうする

かというのは今から検討したいと思います

が、この３年はこの状況でいきたいというふ

うに思っております。 

 

○田崎教育長 スクールソーシャルワーカー

の重要性というのは、我々も認識しておりま

して、今回も予算要求の中で財政当局、総務

当局ともいろいろやりとりをさせていただき

まして、今回の予算要求では、これで対応で

きるということで思っております。 

 ただ、来年以降、国のほうもこのスクール

ソーシャルワーカーというのを拡充していく
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気持ちを持っておりますので、我々として

も、26年度以降も、さらにそういう学校の状

況を踏まえながら、拡充していくような形で

努力していきたいとは思っております。 

 

○溝口幸治委員長 ほかにございませんか。 

 

○橋口海平委員 18ページ、高校生の州立モ

ンタナ大学での英語研修、これは大体何名ぐ

らいやるんですか。どのような選考方法で…

…。 

 

○上川高校教育課長 お答えします。 

 高校生15名を派遣したいと考えておりま

す。これは、新年度になりまして希望者を募

って、それから面接等を行いながら選考して

いくということになるだろうというふうに考

えております。 

 

○橋口海平委員 選考も１つの高校に固まら

ないように、私立も含めていろんな高校から

集めて、たくさんの子供たちにぜひ行ってほ

しいと思いましたので、ぜひ選考方法もしっ

かり考えてください。よろしくお願いしま

す。 

 

○溝口幸治委員長 ほかに。 

 

○山口ゆたか副委員長 29ページお願いしま

す。 

 学校体育振興費で、新規事業として、小学

生の運動部活動及びスポーツ活動のあり方検

討事業ということで、何か検討に要する経費

が計上されておりますけれども、今まで運動

部活動の手引ということで皆さん示されてお

りましたが、そういった新たなものをつくる

のか、この検討を通じてですね。ちょっとそ

のあたりの具体的な内容を教えてください。 

 

○城長体育保健課長 体育保健課でございま

す。 

 教職員の負担感軽減等も、いろいろ調査の

結果出ておりまして、それに加えて、小学校

の運動部活動のあり方が、現状としては、調

査の段階では指針に示されております週４日

以内ということの調査をしましたところ、99

％以上が守っているという報告があっており

ます。 

 ただ、小学校における負担感の内容につき

ましては、部活動が非常に負担になっている

という回答がまたございました。その矛盾と

いいますか、そういうところがどういうとこ

ろにあるのかということは、ある程度想像で

きるところはございます。 

 １つは、運動部活動としては週４日以内で

活動しているけれども、社会体育として、同

じ生徒が、そして、同じ指導者が、顧問が、

そういう部活動ではない形での社会体育とし

て活動していると。ひどいといいますか、極

端な例を申し上げますと、土日土日ずっと連

続して大会に出ていると。それは部活動では

ないという学校の判断でカウントされない状

況がございまして、そのようなところをきち

っと――子供たちが活動しているのは同じで

すので、そういう認識といいますか、考え方

をきちっと学校に伝えなきゃいけないんだろ

うと。 

 そういう意味で、方針そのものは変わりま

せんけれども、今後、部活動が、総合型地域

スポーツクラブもございます、その活用、あ

るいは少年団の活用、そういうものを含めま

して、小学校の部活動が、これからどういう

形にいかなきゃいけないのかと。競技志向で

はなくて、例えばシーズン制にするとか、あ

るいは同じ部でもいろんな種目をやるとか、

総合運動部の形も検討に入れまして、今後、

運動部活動のこれからのあり方を総合型地域

社会におけるスポーツとも絡めて検討したい

というふうに考えておるものでございます。 

 以上でございます。 

 - 20 -



第10回 熊本県議会 文教治安常任委員会会議記録（平成25年３月15日) 

 

○山口ゆたか副委員長 あと１点、簡易なや

つなんですけれども、中学生の分はどうなん

ですかね。 

 

○城長体育保健課長 実は、今回小学校の運

動部活動を検討するんですけれども、これの

中身としましては、小学校、中学校、高校の

代表も入れまして、部活動をトータルとして

中身としては検討する予定でございます。 

 

○山口ゆたか副委員長 はい、わかりまし

た。 

 

○甲斐正法委員 先ほど特別支援学校の新設

の話がございましたが、今度、その特別支援

学校、どういうところに力を入れてという

か、建物をつくられるのかなということが１

点でございます。 

 それと、今ちょうど教職員の負担感軽減と

いう言葉が出ましたが、やはり新しい学校を

つくるときに、教職員の負担感の軽減を新し

い学校では何か目指しているものはあるの

か、全くそういうのは考えてなくて、ただ重

度・重複の子供たちのための支援学校なのか

というところで、少し方向性であったり、あ

るいは新しいところの取り組みがありました

ら、御紹介いただければと思います。 

 

○後藤施設課長 施設課につきましては、施

設面についてお答えしますけれども、今度つ

くります特別支援の学校につきましては、重

度・重複の障害の子供が対象ということで、

１階の全部平家建ての建物にしておりまし

て、安心、安全というものを一番に考えてお

りまして、ケアルームでありますとか、トイ

レの配置でありますとか、そういうものを十

分に考えたところになっております。衛生的

なもの、それからおむつをかえるシャワーと

か、そういうものをきちんとしております。

それからあと、エコという面で、太陽光とか

そういうものを活用した施設となっておる

と。大体そういうことでございます。 

 

○溝口幸治委員長 方針については、髙橋課

長。 

 

○髙橋特別支援教育課長 特別支援教育課で

ございます。 

 特別支援学校における教員の負担感軽減に

つきましては、全般的には小中高等学校みた

いに部活動が余り活発ではありませんので、

その部分での負担感という意味では、ほかの

学校に比べて少ないかと思いますが、一人一

人に応じた個別の教育支援計画とか、そうい

う一人一人のやっぱりデータづくり、あるい

は通知表にしても非常に丁寧なものをつくっ

たりというようなことで、学期末かなり負担

が出ておりますので、そういったところにつ

いては、新校に限らず負担軽減を図っていき

たいと思っております。 

 新校につきましては、平成25年度に開設準

備のための準備室のようなものができますの

で、その中でもろもろのことを準備あるいは

検討してまいりますので、今の負担感軽減に

ついても、この中で検討してまいりたいと思

っております。 

 以上でございます。 

 

○甲斐正法委員 ありがとうございました。 

 一般質問でも渕上議員が御質問されました

が、やっぱり負担感の軽減ということはある

よと、課題としてあるよと、それをどう具体

的に、こういう場面では軽減しました、こう

いう場面ではこれに取り組みましたというこ

とがやはり一つ一つないと、いつまでたって

も負担感ばっかり多いんですよと、だから教

職員大変なんですよ、だから現実的にこうい

う問題が起こるんですよということでしかな

いのかなと。だから、やはり一つずつ問題を
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こういう形で取り組みましたが、結果として

だめでしたとか、あるいはうまくいきました

とかいうこともあるかと思うんですね。一つ

負担感の軽減ということで、今回の学校の新

設に当たりましては、重複の子供さんの学校

ですので、いろんな仕掛けはできると思うん

ですね。 

 そこで、これは一つの提案ですけれども、

例えば他の障害者を雇用して、そこで清掃で

あったりとかいろんな取り組み、そういうこ

とができれば、具体的に負担感の軽減という

か、新しい人手を確保しましたとか、あるい

はそういう車椅子移動のときに知的の障害を

お持ちの方を使いましたとか、そういうこと

が何か具体的に出てくれば、私たちも具体的

にわかるのではないかなと思っておるんです

が、いかがでしょうか。 

 

○髙橋特別支援教育課長 特別支援教育課で

ございます。 

 25年度の新校に向けた準備の中で、今の委

員のお話も受けまして、具体的に何ができる

か検討してまいりたいと思っております。 

 

○溝口幸治委員長 ほかにございませんか。

なければ、続いて警察本部からお願いいたし

ます。 

 

○西郷警察本部長 まず、提出議案の説明に

先立ちまして、昨日、本県警察官のセクハラ

行為などにつきましては、まことに遺憾であ

りまして、委員の皆様方を初め、県民の皆様

に対し、本席をおかりして深くおわびを申し

上げます。まことに申しわけありませんでし

た。 

 県警察といたしましては、本議会で２回も

このようなおわびをしなければならなかった

ことを重く受けとめ、今後一層全職員に対し

指導を徹底し、健全な職場環境の維持と非違

事案の再発防止に努めてまいります。 

 そして、溝口委員長を初め、委員の皆様方

には、この１年温かい御指導を賜り、また、

県警察の各種行事にも積極的に御参加をいた

だきまして、まことにありがとうございまし

た。心よりお礼を申し上げたいと思います。 

 それでは、議案の説明に移らせていただき

たいと思います。 

 本日は、予算関係１議案、条例関係４議案

の計５議案について御審議いただきます。 

 内容としましては、第33号議案が、平成25

年度熊本県一般会計予算であります。 

 これは、平成25年度の当初予算として、警

察費総額393億2,671万6,000円をお願いする

ものであります。 

 第80号議案が、熊本県警察職員定数条例の

一部を改正する条例の制定であります。 

 これは、本県警察官の定員を11人増員する

ものでありまして、サイバー犯罪対策及び暴

力団対策の体制強化を図るものであります。 

 第81号議案が、熊本県警察の職員の特殊勤

務手当に関する条例の一部を改正する条例の

制定であります。 

 これは、現行の銃器犯罪捜査従事手当の支

給対象作業の内容を見直し、爆発物を使用し

た犯人の逮捕などの作業を新たに支給対象と

するものであります。 

 第82号議案につきましては、熊本県暴力団

排除条例の一部を改正する条例の制定であり

ます。 

 これは、認可保育所に加えまして、届け出

保育所につきましても、暴力団事務所の開設

及び運営を禁止する区域の基点施設となる施

設に追加し、あわせて公共工事からの暴力団

排除に関する両罰規定の追加を行うものであ

ります。 

 第83号議案につきましては、熊本県高齢

者、障害者等の移動等の円滑化の促進に係る

信号機等の基準に関する条例の制定でありま

す。 

 これは、国家公安委員会規則で定められて
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おります信号機等の基準につきまして、規則

をしんしゃくして条例を制定するものであり

ます。 

 詳細につきましては、この後担当課長が御

説明をいたしますので、御審議のほどよろし

くお願いしたいと思います。 

 なお、総務常任委員会で御審議をいただい

ております熊本県手数料条例の一部を改正す

る条例の制定概要につきましても、後ほど担

当課長から説明させますので、よろしくお願

いいたします。 

 以上でございます。 

 

○赤星会計課長 会計課でございます。 

 第33号議案平成25年度熊本県一般会計予算

について、お手元の説明資料に基づき御説明

いたします。 

 まず、資料の12ページをお願いいたしま

す。 

 警察費総額は、合計の本年度欄に記載のと

おり393億2,671万6,000円をお願いいたして

おります。 

 これは、骨格予算でありました24年度当初

予算と比較しますと、７億9,505万9,000円、

2.1％の増、また、24年度当初予算に肉づけ

予算であった６月補正予算を加えた額と比較

しますと、6,268万3,000円、0.2％の増額と

なります。 

 増額となりました主な要因は、新熊本東警

察署庁舎等整備費や通信指令システム改修経

費が減額したものの、これらを上回りヘリコ

プター4,800時間点検費、全国豊かな海づく

り大会警衛対策費、退職手当等の人件費など

が増額したことによるものでございます。 

 それでは、１ページをお願いいたします。 

 まず、上段の公安委員会費総額1,106万8,0

00円は、説明欄に記載のとおり、公安委員会

の委員報酬と委員や職員の旅費などの運営費

です。 

 次に、下段の警察本部費総額320億7,808万

4,000円は、職員の給与や業務管理などに必

要な経費でございます。 

 まず、説明欄１の職員給与費は、職員の給

料や各種手当、また、機動隊員の超過勤務手

当等でございます。 

 説明欄３の(4)人事管理費は、地方公務員

法で特別職とされ、１年度以内で任用される

非常勤職員66人や６カ月以内で臨時的に任用

されます臨時職員２人などの雇用経費です。 

 (5)の協力援助者給付金は、警察官の職務

に協力援助した者が死亡、負傷とした場合に

支給されるもので、現在遺族給付年金が１人

に支給されています。 

 ２ページをお願いいたします。 

 (12)の電子入札システム開発事業負担金

は、県で運用している電子入札システムの警

察分の運営委託費と端末機器のリース料で

す。 

 (14)の健康管理費は、労働安全衛生法に基

づき、職員の健康管理や衛生教育等を行わせ

るため、警察本部、運転免許センター、各警

察署ごとに選任しています産業医32人の委嘱

費や職員の定期健康診断の経費などでありま

す。 

 (17)の警察統合ＯＡ整備費は、ＬＡＮ回線

占有料、インターネット通信費、ＯＡ機器維

持管理費等、県警のＯＡシステム化を推進す

るための経費です。 

 (18)の汎用系情報管理システム整備費は、

警察庁の汎用コンピューターと接続していま

す県警のコンピューターの保守経費や端末機

器のリース料等です。 

 ３ページをお願いします。 

 (20)の全庁ネットワーク運用管理費は、県

の歳出、歳入の会計処理を行っています財務

オンラインシステムの機器保守料やリース料

等です。 

 (22)の緊急雇用創出基金事業は、緊急雇用

創出基金を活用し、遺失物管理システム活用

推進事業で３人、放置違反金に係る未収金督
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促等推進事業で１人の非常勤職員を雇用する

ための経費です。 

 (23)の全国豊かな海づくり大会警衛対策事

業は、今年度秋に開催されます同大会の警衛

のため、まず、警衛準備対策経費として、非

常勤職員報酬、警察庁等との打ち合わせ旅

費、消耗品等を、また、警備実施経費とし

て、部隊駐車場協力謝礼の報償費や車両燃料

費、臨時専用回線通信費等をそれぞれ計上し

ております。 

 ４ページをお願いします。 

 装備費総額７億4,961万円は、車両、船

舶、ヘリコプター等の維持管理や各種警察活

動に必要な経費です。 

 説明欄の(2)船舶維持管理費は、天草署に

配備しております警備艇「しらぬい」の燃料

費等です。 

 (3)のヘリコプター維持管理費は、ヘリコ

プター「おおあそ」の法定4,800時間点検や

エンジン分解検査の経費等です。 

 (4)の装備品維持管理費は、銃器使用対策

としまして、24年度から５カ年計画で整備中

の耐弾性能が高い防弾ヘルメット32個と防弾

盾40枚の購入や、警衛に活用する警備配置図

作成システム装置のリース料等でございま

す。 

 (5)の災害警備対策費は、災害発生時の現

場活動に必要な救助ロープ、捜索用いかり等

装備品の整備を初め、老朽化した総合指揮室

の映像機器の更新や気象台との緊急防災情報

の伝達機器のリース料等です。 

 なお、総合指揮室の映像機器の更新につい

ては、幸せ実感くまもと４カ年戦略に基づき

ます取り組みを加速するために設定された幸

せ実感推進枠の事業として計上しておりま

す。同様の事業につきましては、以下説明欄

に略して推進枠と記載しております。 

 (6)の暴騒音取締対策経費は、大音量で行

う街宣活動を取り締まる騒音測定器の法定点

検費です。 

 (7)の大規模災害警備対策費は、大規模災

害時の人命救助に必要な救助ボート12艇、救

命胴衣100着や災害現場活動用の小型油圧シ

ョベル１台等、装備資機材の充実強化を図る

経費です。 

 ５ページをお願いいたします。 

 警察施設費総額16億6,053万6,000円は、警

察施設の整備や維持管理に必要な経費です。 

 説明欄２の(1)警察施設整備費単独事業

は、交番、駐在所の新築整備や警察施設の改

修等に必要な経費です。 

 現在、交番が60カ所、駐在所が116カ所ご

ざいますが、老朽化の著しい施設から順次整

備しておりまして、25年度は、そこに記載の

新築で交番１カ所、駐在所３カ所を、また、

用地購入で駐在所３カ所を予定しておりま

す。 

 (2)の宿舎借上事業は、管内居住が原則で

あります職員の宿舎不足に対応するため、民

間アパートを職員宿舎として借り上げている

もので、熊本市内に１棟50戸、御船署管内に

２棟12戸、宇城署管内に１棟12戸ございま

す。 

 (4)の新熊本東警察署庁舎等整備事業は、

熊本東署現庁舎の耐震強度不足や県内の留置

施設不足等に対処するための事業でありまし

て、25年度は、庁舎建設工事費に加えて、新

庁舎で使用する備品等の整備、さらには新庁

舎への移転経費等を計上しております。 

 建設工事につきましては、23年10月に着工

後順調に進捗しておりまして、本年６月に竣

工予定、７月には新庁舎に移転して業務開始

の予定でございます。なお、現庁舎につきま

しては、26年度に解体予定でございます。 

 ６ページをお願いいたします。 

 運転免許費総額９億9,666万3,000円は、運

転免許の新規交付や更新業務、これに伴う各

種講習などに必要な経費でございます。 

 １の(1)運転免許企画調査費は、庁舎の光

熱水費、印刷費等、運転免許センターの運営
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に必要な経費や運転免許証作成システム保守

料、消耗品等、運転免許証の作成に必要な経

費です。 

 (2)の停止処分者・違反者講習費は、運転

免許の停止等処分者や交通違反の累積点数６

点の者に対する講習経費です。 

 (3)の取得時講習費は、免許を受けようと

する者に対する講習の委託費、(4)の指定自

動車教習所指導監督費は、指定自動車教習所

の教習指導員や技能検定員に対する講習の委

託費です。 

 (7)の高齢者講習・認知機能検査委託費

は、70歳以上で免許更新する者に対する高齢

者講習や75歳以上で免許更新する者に対する

認知機能検査の委託費です。 

 ２の(1)運転免許試験企画調査費は、会議

旅費、消耗品等の運転免許試験場の運営に必

要な経費や運転免許試験車両の維持、更新に

必要な経費です。一番下の運転免許試験車両

更新経費は、大型バス１台を購入するもので

す。 

 ７ページをお願いします。 

 恩給及び退職年金費総額8,305万8,000円

は、昭和37年11月30日以前に退職した警察職

員とその遺族に対しまして、恩給法に基づき

支給する恩給と扶助料です。支給対象者は、

退職職員８人、遺族71人の合計79人です。 

 ８ページをお願いします。 

 警察活動費総額37億4,769万7,000円は、県

警各部門の運営や交通安全施設の整備に必要

な経費です。 

 説明欄１の(2)警察改革の推進は、警察改

革の一環として各署に設置されています警察

署協議会の委員報酬や運営費などです。同協

議会は、署長の諮問に応じたり署長に意見を

述べる機関であり、委員として、現在158人

の部外者が公安委員会から委嘱されていま

す。 

 (4)の犯罪被害者支援活動の推進は、犯罪

被害者やその家族等の被害回復と２次的被害

防止を図るため、警察施設の充実強化、民間

被害者支援団体等の育成支援等の総合対策を

推進するものです。 

 １段目の被害者支援連絡協議会は、県組織

と警察署単位の地区組織があり、被害者支援

ネットワークを構築し、関係機関、団体が連

携して被害者等の支援活動を推進していま

す。 

 ２段目のくまもと被害者支援センターは、

被害者等を社会全体で支援するための中核を

担う民間団体として設立され、被害者等のカ

ウンセリング、法律相談、病院付き添い等、

きめ細かな支援活動を行っています。 

 ４段目の命の大切さを学ぶ教室は、中高校

生に対し、犯罪被害者や遺族の講演を通じ

て、被害者の心の痛みや命の大切さを伝える

ために開催しておりまして、25年度は12校で

開催予定です。 

 (7)の重要備品等整備費は、毎年計画的に

更新している執務用の机、椅子や車両等の整

備費です。25年度は、椅子の更新が警察本部

と八代署の100脚、車両の更新が21台、その

ほかに交通指導取り締まり用のレーダースピ

ードメーター２台の整備などを予定しており

ます。 

 (11)の相談情報等一括管理システム整備費

は、現在単体で稼働している警察相談等、交

通事故事件110番の各システム等の事件・事

故情報と簿冊管理をしております勤務記録情

報や職務質問情報などを横断的に分析、検索

できる新システムを開発するものです。新シ

ステムの開発により、分析結果が地域住民や

ボランティア団体等への支援、さらにはパト

ロール活動等に反映され、犯罪の予防と検挙

が一段と向上するものと思われます。 

 ９ページをお願いします。 

 説明欄２の(5)サイバー犯罪対策の強化

は、サイバー犯罪の被害防止や検挙に向けた

諸対策を推進するための経費です。スマート

フォン解析装置を初め、コンピューターウイ
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ルス検出用、フィッシングサイト検知用、差

し押さえ現場用の各パソコンの整備費等をお

願いしています。 

 (6)の安全で安心なまちづくり事業は、安

全、安心なまちづくりのための各種施策に係

る経費です。防犯パトロール団体に対し、犯

罪マップやゆっぴー安心メール等により、犯

罪情報を提供するためのシステム管理費や地

域住民の要望や困り事に対処、解決していく

警察安全相談員の報酬、さらには、高齢者等

の行方不明者の早期発見、保護を目的とし

て、警察署等からメールで情報を発信します

シルバー見守りネットのシステム使用料等を

お願いしています。なお、警察安全相談員

は、16人体制で警察本部と10警察署に配置予

定です。 

 (8)の少年非行防止活動の推進は、少年の

非行防止と保護対策を総合的に推進するため

の経費です。学校を訪問して助言、指導を行

うスクールサポーターは、11人体制で警察本

部と６警察署に配置し、学校と連携して非行

や被害の防止活動を行うことにしています。 

 (13)のセーフティーパトロール活動委託事

業は、緊急雇用創出基金を活用し、街頭犯罪

や振り込め詐欺の防止、子供や高齢者の安全

確保を図るため、警備保障会社にパトロール

活動を委託する経費です。業者委託は、24年

度からの継続分と基金が積み増しされたこと

に伴います追加分に分けますが、雇用総数は

51人で、熊本市内３署と大津署管内で活動予

定です。 

 10ページをお願いします。 

 説明欄の(2)交番・駐在所の機能強化は、

交番相談員76人を任用し、交番・駐在所機能

の充実強化を図るとともに、地域警察官のパ

トロール活動の時間を確保するための経費で

す。 

 説明欄４の(1)刑事企画調査費の４段目、

録音・録画装置は、取り調べの可視化の手段

として順次整備しており、現有９台に加え、

新たに４台をお願いしています。 

 次の段、証拠品管理システムの構築は、証

拠品管理の合理化と厳格化を図るため、押収

した証拠品をデータベースで管理するシステ

ムを構築するものです。 

 (5)の海外語学研修費は、警察官１人をシ

ンガポール国立大学に１年間派遣し、中国語

を習得させるための経費です。 

 (6)の捜査基盤の強化、これの２段目、捜

査実務伝承官報酬は、ベテラン捜査員の大量

退職に伴い、若手捜査員の早期育成のため、

捜査手法を伝承する捜査実務伝承官９人を任

用し、警察本部と熊本市内３署へ配置するの

に必要な経費です。 

 (8)の銃器・薬物対策の強化の微量薬物検

索システム装置は、覚せい剤、大麻等薬物乱

用事犯や毒物混入事件、変死等において、微

量薬物の分析、鑑定を行う装置です。 

 11ページをお願いします。 

 (10)暴力団総合対策の推進、これの２段

目、熊本県暴力追放運動推進センターへの事

業者選任責任者講習業務委託経費は、暴対法

に基づき、事業者が暴力団員からの不当要求

による被害に遭わないよう、県公安委員会が

各事務所の責任者に対して行う講習業務を同

センターへ委託する経費です。 

 下から２段目、特定抗争指定暴力団等対策

経費は、暴対法の改正により、昨年12月、道

仁会と九州誠道会が特定抗争指定暴力団等に

指定され、事務所の立ち入りや事務所周辺の

うろつきなどが禁止される警戒区域が設定さ

れたことに伴い、事務所等を監視するカメラ

を設置し、違反行為発生時の立証検挙体制を

確保するための経費です。 

 次の段、標章掲示店舗等を守るための対策

費ですが、本県では、23年度から、暴力団員

の店舗への立ち入りを規制する標章制度が導

入されておりますが、福岡県では、標章を掲

示している店舗に対して、脅迫事件や殺人未

遂事件等が多数発生しています。このため、
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この経費で緊急通報装置や監視カメラを設置

し、保護対策や被疑者の検挙に万全を期すも

のです。 

 (11)の暴力追放運動推進センター関係経費

は、同センターが実施します広報啓発活動事

業、相談事業、暴力団からの離脱更生促進事

業等の経費を補助するものです。 

 また、暴対法の改正により、同センター

は、指定暴力団の事務所使用差しとめ請求を

主要とする付近住民からの委託を受けて、住

民にかわって訴訟を起こすことができること

となりました。この費用については、事件発

生時に予備費や補正予算で補助金として予算

措置し、同センターに追加交付することとし

ております。 

 (14)の犯罪追跡体制の強化は、事件発生直

後に防犯カメラの映像等犯罪の痕跡を収集

し、画像解析等を行う犯罪追跡システムのリ

ース料等です。 

 説明欄５の(1)高齢者生活安全対策事業

は、65歳以上の高齢者の交通事故防止を目的

とするものであり、大型スクリーンの映像を

見ながら道路横断時の具体的危険性を疑似体

験できる高齢歩行者教育システムを活用した

巡回型交通安全教育業務の委託料などです。 

 (3)の安全運転管理者等講習費は、会社等

の事業活動に伴う交通事故を防止するため、

道路交通法に基づき選任することとなってお

ります安全運転管理者等に対する講習の委託

料などです。 

 12ページをお願いします。 

 (8)の交通規制管理費の一番下、交通管制

システム中央装置リース経費は、交通量を把

握して信号機を制御するなど、交通管制の頭

脳となります同装置のリース料です。 

 (11)のワンストップサービスシステム、略

してＯＳＳは、県民が自動車保管場所証明、

自動車登録等の申請を自宅からオンラインで

一括して行える全国システムです。 

 現在、10都府県でシステムが稼働しており

ますが、熊本県では導入に向けて準備中であ

り、警察の全国組織でありますＯＳＳ推進警

察協議会の事務経費の負担金をお願いしてお

ります。 

 (13)の高齢ドライバーサポート事業は、運

転免許センターに設置しております運転能力

診断測定器の「点灯くん」や「ビジィ君」を

活用しまして、高齢ドライバーの認知、判

断、動作、これらの能力の検査を行い、高齢

者自身に自己の各種能力の程度を把握しても

らうとともに、診断結果を踏まえた交通安全

指導を実施する経費です。 

 (14)の安全安心サポート事業は、緊急雇用

創出基金事業として、非常勤職員26人を雇用

しまして、10警察署に配置し、高齢者世帯の

戸別訪問活動等を行い、交通事故防止のため

の広報啓発活動を行うための経費です。 

 (15)の高齢者等交通安全意識啓発事業も、

緊急雇用創出基金事業として、３警察署に配

置する委託サポーターが銀行、病院等の高齢

者が立ち寄る先で交通安全啓発活動を実施す

るための経費でございます。 

 最後に、６の交通安全施設費10億6,327万

2,000円は、安全で円滑な交通環境を確立す

るため、信号機、道路標識・標示といった交

通安全施設等の整備充実に必要な経費です。

この額は、前年度の当初予算に肉づけ予算を

加えた額と比較しますと、6,145万8,000円、

6.1％の増額となっております。 

 25年度は、国道445号御船バイパスの開通

などに伴います信号機の新設を初め、大量更

新時期を迎えた老朽信号機の更新や道路標識

の新設、更新、さらには、節電対策として信

号機のＬＥＤ化、災害時等の停電のための自

動起動型発動発電機の設置、こられに重点を

置き整備を推進することとしております。 

 以上、御審議のほどよろしくお願いいたし

ます。 

 

○吹原警務課長 警務課です。 
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 それでは、提案しております２つの条例案

について御説明いたします。 

 １つ目は、第80号議案熊本県警察職員定数

条例の一部を改正する条例についてでありま

す。 

 資料は、13ページから15ページになりま

す。 

 警察庁におきまして、平成25年度の全国の

地方警察官545人の増員要求が行われまし

て、本県には、サイバー空間の安全確保のた

めの体制強化及び暴力団対策を強化するため

の体制強化として11人の配分が示されまし

た。この11人の増員配分を受けまして、今回

の改正は警察官の条例定数を3,056人から3,0

67人に改めるものでありまして、増員後の階

級別定数は資料13ページの表のとおりでござ

いまして、警部が１名、巡査部長を含めたと

ころの警部補の階級枠が７人、巡査が３人ふ

えるということになります。 

 ２つ目は、第81号議案熊本県警察の職員の

特殊勤務手当に関する条例の一部を改正する

条例の制定についてであります。 

 資料は、17ページから21ページになりま

す。 

 近年、九州北部では、手りゅう弾等の爆発

物を使用した暴力団対立抗争事案が発生して

いるところは御案内のとおりであります。こ

のような爆発物を使用した犯人の逮捕等の作

業というものは、今後ますます可能性は否定

できない状況になってきております。しかし

ながら、現行の本県の警察の職員の特殊勤務

手当に関する条例の規定においては、銃器を

使用した犯人の逮捕等の作業については支給

対象とされております。 

 しかし、犯罪の供用物がこのような爆発物

である場合については支給対象外とされてお

りますので、その危険性が手当に反映されて

いない現状にあることから、今回新たに特殊

勤務手当の支給対象として規定をお願いする

ものでございます。 

 なお、両条例の施行日は平成25年４月１日

を予定しております。 

 以上でございます。よろしくお願いいたし

ます。 

 

○木村組織犯罪対策課長 組織犯罪対策課で

ございます。 

 議案第82号熊本県暴力団排除条例の一部を

改正する条例案について御説明させていただ

きます。 

 資料は、23ページから25ページまでに記載

いたしております。 

 改正案の内容は、２点でございます。 

 まず、１点目は、条例には、少年の健全な

育成を図るための措置として、暴力団事務所

の開設及び運営を禁止する規定がございま

す。 

 これは、少年、児童が集まる教育施設など

を基点とし、ここから200メートルの区域内

に暴力団事務所の設置及び運営を禁止する規

定でありますが、この基点となる施設に児童

福祉法第59条の２第１項に規定する認可外保

育所のうちの届け出保育所を新たに追加する

ものでございます。 

 ２点目でございますが、条例には、公共工

事からの暴力団排除のための措置として、県

は、発注した工事に暴力団が関係しているか

否かを確認するために、受注した業者に必要

な報告または資料の提出を求めることができ

ると定められております。これに対し、虚偽

の報告をした者に対しては、刑事罰を課する

ことになっております。 

 ただ、現行条例では、虚偽報告等があった

場合、虚偽報告を実際に行った行為者個人の

みが処罰の対象となり、法人は処罰されない

という法解釈上の問題があったところでござ

います。よって、両罰規定にこれを新たに追

加するものでございます。 

 改正案の内容は、以上の２点でございま

す。施行は、平成25年６月１日を予定してお
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ります。 

 御審議のほどよろしくお願いいたします。 

 

○奥田交通規制課長 交通規制課です。 

 議案第83号熊本県高齢者、障害者等の移動

等の円滑化の促進に係る信号機等の基準に関

する条例の制定について御説明をいたしま

す。 

 説明資料は、27～29ページでございます。 

 いわゆる交通バリアフリー法の改正により

まして、高齢者と障害者に対応する信号機、

道路の標識・標示の基準について、国家公安

委員会規則を参酌して県の基準条例を制定い

たします。 

 これらのバリアフリー型対応の信号機等の

基準につきましては、警察部内での検討に加

えまして、外部有識者、高齢者団体、障害者

団体の各代表等の意見聴取の結果、その基準

は全国同じであることが望ましいとの御意見

を頂戴いたしておりまして、これらを勘案

し、熊本県の独自基準は設けないことにいた

したいと考えています。 

 条例の内容ですが、第１条は趣旨、第２条

の信号機に関する基準は、(1)のアが、横断

に際して信号機が音やメロディーを発する装

置、イが、高齢者、障害者用の押しボタンを

押すことで横断時間を延ばす装置、ウが、歩

行者用青信号の経過時間、待ち時間を表示す

る装置であります。 

 (2)は、スクランブル交差点など人と車を

分離する信号の処理方式の基準です。 

 以下、第３条は、標識に反射材料や夜間照

明を用いる基準、第４条は、(1)が路面の標

示に反射材料、反射装置を施すこと、(2)

が、横断歩道の中央部に突起を設け、視覚障

害者の誘導ができるものとする基準です。 

 以上、御審議のほどよろしくお願いしたい

と思います。 

 以上でございます。 

 

○溝口幸治委員長 以上で警察本部の説明が

終わりましたので、質疑は午後から受けたい

と思います。たっぷり時間とりますので、皆

さんたくさん質問してください。 

 暫時休憩いたします。１時再開いたしま

す。 

  午後０時０分休憩 

――――――――――――――― 

  午後０時58分開議 

○溝口幸治委員長 それでは、再開いたしま

す。 

 質疑を受けたいと思います。質疑のある方

は挙手をお願いいたします。 

 

○大西一史委員 まず、質疑の前に、県警本

部長も謝罪を冒頭されましたけれども、いろ

いろと、セクハラであるとか、パワハラであ

るとか、警察としてやっぱりあるまじきこと

だろうというふうに思います。私も、このニ

ュースを聞いて、やっぱり非常に、もう何回

も――私も、実は不祥事対策ということに関

しては、教育委員会も含めて、執行部も含め

てなんですけれども、ずっと取り上げてきた

問題ですので、これはどうするということは

一番警察のほうでも受けとめておられるの

で、もうお答え要りませんが、こういうこと

は本当に信頼に傷がついてしまいますので、

どうか組織を挙げて、こうした問題への対

処、再発防止に向けて、ぜひよろしくお願い

したいということを冒頭に申し上げて、ちょ

っと質問に入らせていただきたいというふう

に思います。 

 １つは、５ページになります。 

 警察施設整備費で、単独ということで、交

番あるいは駐在所の新築あたりが出てまし

て、やっぱり老朽化とか、こういった施設も

いろいろ出てくると。東署あたりは、今度新

しくなりますので、随分よくなるんですが、

今後、ほかにもまだ老朽化とか随分いろいろ

出てくる中で、その耐用年数ですよね。大体
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警察の場合、こういう警察署だとか、派出所

だとか、交番だとか、こういったところとい

うのは、耐用年数は大体何年ぐらいというふ

うになっていますか。 

 

○赤星会計課長 耐用年数ですけれども、構

造によって大まかな基準が決められておりま

す。木造ですと、大体30年、それから鉄筋コ

ンクリートであれば50年とかいう目安になっ

ております。これは、県、国の基準でそうい

う感じでやっております。 

 

○大西一史委員 今、大体40年、50年ぐらい

で、そういった鉄骨とかコンクリートづくり

のものは建てかえられているというふうに思

うんですけれども、今、これ学校施設なんか

もそうなんですけれども、そういう老朽化し

た施設に対しての対策のビジョンみたいなも

のですね。文科省あたりもつくっておられま

すけれども、どこの施設でもそうですけれど

も、長寿命化ということが今キーワードにな

っています。そういう意味では、新築をしな

いでも、これは改修すれば耐用年数が70年と

か80年とか、技術的には100年ぐらいまで行

けるというような話があります。 

 そういう中で、こういう今から新築される

ものも含めてなんですけれども、その辺の耐

用年数というのは、やっぱり従来のものとの

基準よりも長く設定できるような――多少お

金との関係もあるとは思いますけれども、や

っていただきたいなと思うんですが、その辺

は、例えば今後いろいろ施設改修が出てきま

すよね。警察本部として、そういう長寿命化

とか、そういったことに対する計画をしよう

とか、そういうお考えはありますか。 

 

○赤星会計課長 これにつきましては、大き

くは県庁舎全体の話としましてファシリティ

推進委員会というのをつくっておりまして、

これで全体的な話をやっているところであり

ます。 

 そんな中で、警察本部では、庁舎の整備検

討委員会というのをつくっております。さら

には、交番、駐在所につきましては、管轄区

域等との兼ね合いも考えまして検討している

ところです。 

 

○大西一史委員 いずれにしても、警察の施

設なんかも当然簡単に壊れてもらってもやっ

ぱり困るわけですし、特に学校なんかも、こ

れは長寿命化のいろんな方針の中でやっぱり

出てますけれども、単なる教育の場というの

ではなくて、防災の拠点としてもいろいろ機

能する。 

 そういう意味では、警察本部にしろ、教育

委員会にしろ、それぞれこういった施設は、

特にやっぱり意識して長寿命化ということを

検討していただきたいということで、今後の

課題としてぜひそうやって取り組んでいただ

きたいということを要望しておきます。 

 

○溝口幸治委員長 ほかにございませんか。 

 

○小杉直委員 大西委員の質問に関連してお

尋ねですが、セクハラの問題ですたいね。 

 それは、大西委員がおっしゃるように、再

発防止にしっかり取り組んでいただくことは

当然のことですが、こういう事案の場合に

は、一方では、被害に遭った方が心身の障害

を受けて、長期休暇とか、病院通いとか、あ

るいは場合によっては退職というふうなこと

も懸念されるわけですが、今回の場合には被

害に遭った方のそういう動向はいかがですか

な。 

 

○木庭首席監察官 大変申しわけありません

でした。 

 このセクハラのやはり一番の問題は、そう

いうやっぱり被害に遭った人の勤務意欲を減

退させ、そして組織全体の士気を低下させる
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ということが一番大きな――やっぱりセクハ

ラというのは、単なる単発的な非違事案と違

うと考えております。 

 ただ、今回の事案につきましては、被害に

遭った方で、心身を病んだり、あるいは仕事

を休んだりという方は幸いおりませんでし

た。ただ、やはり心の、そういった非常に何

回も繰り返されてる中で、非常にそういった

意欲の減退あたりは、これは確かにあったん

だろうと思いますけれども、そういう心身を

病んだ方はいらっしゃいませんでした。 

 以上です。 

 

○小杉直委員 わかりました。 

 もう１点、東警察署の話が大西委員から話

に出ましたが、ことしは、海づくり大会ある

いは水銀の国際会議等があって、県警も非常

に重要な案件でお忙しいと聞いております

が、東署が完成したときの式典といいます

か、完成祝賀会、そういうのはされますでし

ょうか、されませんでしょうか、予定として

は。 

 

○赤星会計課長 実施する予定でございま

す。なお、時期につきましては、海づくり大

会に当面全力を挙げて取りかかる関係で、そ

の後と考えております。 

 

○小杉直委員 なら、要望にかえますが、ま

だ確定じゃありませんけれども、この委員会

も大方が６月議会から変わる可能性がある

し、もう一つは、大ベテランの山本委員は残

られるというようなうわさも聞いております

ので、ぜひ次の委員会では、そのときは教育

警察委員会と思いますけれども、一遍適当な

時期に視察を要望していただくならばという

ふうに要望しときます。 

 以上です。 

 

○山本秀久委員 私は、２点。 

 いろいろ警察の方々は、大変防災、いろん

な災害とか、そして取り締まりとか、そうい

った犯罪取り締まり、いろいろな問題で大変

御苦労も多いと思います、時間的にも。そう

いうとき、警察官の皆さんの健康というもの

は充実させてあるのかどうか、その点をお聞

きしておきたいと思います。健康面ですね。

体を壊される人が多いんじゃないかという感

じがしてならぬもんだから。 

 

○溝口幸治委員長 ２ページの健康管理費と

か、この辺ですね。 

 

○赤星会計課長 ２ページの(14)で健康管理

費を上げております。これは、この中で大き

く分けまして、各警察署や警察本部、それぞ

れの施設の単位ごとに、労働安全衛生法に基

づく産業医によりまして、健康管理、衛生の

指導をしていただくと。さらには、年１回で

はございますけれども、健康管理の健康診断

ですね、全職員対象の。ここら辺をやりまし

て、体はもとよりメンタル的な面でも健康管

理に努めているところでございます。 

 

○山本秀久委員 いろいろな角度から訓練は

されていると思いますけれども、中にはやっ

ぱりいろいろ夜中に出たり、食事も食べられ

なかったり、捜査の影響でいろいろ生活環境

が変わって、そういうときに回復力があるの

か。そういうときには、栄養剤なんかの配分

とか、何かそういう配慮をしてあるのかどう

かというのを考えたものですからね。 

 それと、もう一つは、今の若い人はパソコ

ンとかあれで火薬をつくりきる能力があるん

ですよ。私は、そういう能力がほとんどある

ような――そのとき花火ですね。市場で売っ

てる花火、ああいうのを解いて爆発物をつく

るような要素があるような情報を聞いとった

ものだから、そういう点のほうに警察として

目を向けておられるかどうかと思って、それ
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をお尋ねしたい。 

 

○髙橋警備部長 爆発物の取り締まりに関し

ては、テロ防止という観点から、日ごろか

ら、爆発物の、先ほど山本委員おっしゃられ

ました原料となる業者、これに個別に訪問し

まして、不審な買い方をしている人がいない

かとか、あるいは大量購入している人がいな

いかとか、そういうのを爆発物の原料となる

物質を販売している業者全てに全国警察で当

たって、そういう不審者を見つけて、実際そ

れを端緒によその県では学生が購入をしてつ

くってるのを発見したという事例もございま

すので、それは継続的に進めていきたいとい

うふうに考えております。 

 

○山本秀久委員 よくわかりましたけれど

も、花火なんかね、市場を狙い撃ちするよう

な要素もあるらしいですよ。だから、それを

一応頭に入れとかれたらどうかと思いますけ

れども、それを要望しときます。 

 もう１つ、いろいろな災害のときに、装備

が十分ある、間に合ってるのかどうかという

ことですが、いろんな角度の警備とか、いろ

んな災害が起きたときの装備なんかは、充実

させておられるのかどうかというのが１つ。 

 

○髙橋警備部長 災害に関する装備に関しま

しては、今回、４ページの(5)と(7)にありま

すが、(7)の大規模災害警備対策費と(5)の中

の総合指揮室のリース、これは、幸せ実感推

進枠で2,800万いただきまして、今お願いし

ておりまして、(5)と(7)を合わせますと、御

存じのようにかなりの額の装備を充実してい

けるようになっております。 

 特に今回は、小型油圧ショベル、要するに

小型のパワーショベル、さらには救命ボー

ト、救命胴衣など、かなり今回は要求をさせ

ていただいて、充実を図っているところでご

ざいます。 

 今後も、不足分につきましては随時要求し

てまいりたいと思いますので、よろしくお願

いいたします。 

 

○大西一史委員 関連して。 

 今、大規模災害のところの小型油圧ショベ

ルとか、私も、それ以前に質問をさせていた

だいて、現場で救助とか救出捜索をするとき

に必要だと。ただ、そのとき、人ですよね。

運転できるというか、技術、その辺は手当て

は大丈夫なんですかね。 

 

○髙橋警備部長 同じく、操作できるのには

資格がこれ要りますので、その資格を取得す

るための予算も今回計上させていただいてお

ります。 

 

○城下広作委員 ９ページのストーカー行為

等ＤＶ対策の推進で、これは予算が大体10万

円ぐらいなんですよね。それで、恐らくスト

ーカー行為とかＤＶに用心しましょうみたい

なポスターか、そういう広報かなんかその部

分なんですけれども、昨今こういう事件も結

構多い、また、いろいろ相談とか警察に駆け

込むような分も多いんですけれども、この予

算で、大体ストーカー行為の分、ある意味で

は抑えるという分で、大体どういう内容の部

分なんですかね。もう少し何かいろんな手だ

てとかこういう事業には要るのかなというイ

メージがあるんですけれども。 

 

○岡生活安全部長 ストーカー事案につきま

しては、きょうも報道あたりで件数が非常に

増加しているということであっておりますけ

れども、周知はしてあります。ただ、その内

容が、ストーカー行為がどういうふうになる

のかとか、どういうのがストーカー行為に当

たる、そして警察としてどういう措置ができ

るのか、ストーカー行為を受けた場合は、ど

ういう手当てをしなければいけないのかとい
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うような一般の人たちに対する周知とか、そ

ういうような広報啓発を行うというふうに考

えております。来庁して、ストーカー行為で

警察的な措置にはこうあります、ストーカー

としての保護をするためにはこういう措置が

ありますから、そういう手だてをとったらい

かがですかというような広報啓発も含めて、

そういう具体的な内容も含めたところの広報

啓発ということでございます。 

 

○城下広作委員 例えば、そういうチラシと

かをつくってする分は、大体対象というの

は、どういうところにそういうのを配布する

とか、どのくらいの印刷物が、どういう内容

か、もうちょっと。啓発するものがどういう

もので、どういうところに配って、どういう

ふうに周知をしているというのがわかれば、

もう少しちょっと詳しく。 

 

○浦次生活安全企画課長 平成24年２月現在

で、ストーカー・ＤＶ対策用の広報カード約

3,000部を作成しまして、本部の安全相談室

及び県内23警察署に配付しております。警察

署を訪れた方、相談に訪れた方にそれぞれ配

布するということにしております。 

 以上です。 

 

○城下広作委員 警察署に訪れる人というの

は、なかなか、ストーカーを受けてる人とか

――一般の何といいますか、企業とか、ちょ

っと大きいところとか、県の事務所とかなん

かにもうちょっと幅広く置いてたほうが、な

かなか警察署にわざわざそれをばっと見にく

る、もらいに来るというのはちょっと少ない

んじゃないかなと思って、もう少し幅広いと

ころにそういうものを配布したり、手軽にも

らえるような感じ、そしたらもっと相談をし

ようかなという、ちゅうちょしている人に大

分救いの手になるんじゃないかと。これはち

ょっとどうなんですかね。実際、警察署だけ

とかそういうところだけでいいんでしょうか

ね。 

 

○溝口幸治委員長 これは、知事部局との連

携も含めてお答えいただくとわかりやすいか

なと思いますけれども。 

 

○岡生活安全部長 ストーカー行為そのもの

につきましては、取り締まりという関係で相

談とか警察に直接お尋ねに来られる方が多い

のかなというふうに承知しております。 

 ただ、ストーカー行為そのものが、こうい

う行為はだめなんですよという啓発につきま

しては、各企業とか、大手の人がいっぱい集

まるところとか、そういうところの啓発活動

についても、今後は検討していきたいという

ふうに思っております。 

 県とか、学校とか、関係機関とか、そうい

うところ、こういうことについては、ストー

カー行為としてだめですよと、これは人権教

育の一つになるのかもしれませんけれども、

そういう広い考え方についても検討させてい

ただきたいというふうに思っております。 

 

○城下広作委員 ぜひお願いしたいと思いま

す。 

 

○溝口幸治委員長 ほかにございませんか。 

 

○橋口海平委員 ９ページの２番の(5)サイ

バー犯罪なんですが、学校とかにもいろいろ

指導に行ってるかと思っております。子供た

ちが知らず知らずにサイバー犯罪のほうに行

っている場合もあるかもしれませんが、これ

は全部の学校に行ったりするんでしょうか。

ここにはちょっと書いてないんですけれど

も、そういう学校との連携とかどのように行

っているんでしょうか。 

 

○岡生活安全部長 サイバー犯罪そのものも
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でございますけれども、インターネットに係

る犯罪被害予防ということで、それにあわせ

て講話をやっております。ほとんどの学校で

やっているということで御承知願えればとい

うふうに思います。 

 要するに、今県のほうのくらし安全課のほ

うで条例のほうが上程されていると思います

けれども、違うコミュニティーサイトに行け

ないような、そういう規制……(発言する者

あり)学校裏サイトとか、そちらのほうに行

かないようなフィルタリングですかね、そち

らのほうの義務的なやつもあわせて指導教養

をやっております。それにあわせて、サイバ

ーの犯罪とはこういうことですよということ

で、あわせて教養もやっているところでござ

います。 

 今年度につきましては、周知徹底を、ま

た、これにもあわせて講話をやるときには、

そちらのほうも漏れなくやれということで指

示はしたいというふうに思っております。 

 以上でございます。 

 

○溝口幸治委員長 ほかに。 

 

○小杉直委員 黑岩部長に質問しますが、山

本委員とか城下委員の装備とかあるいはスト

ーカー予算等々についての質問の中に、お気

持ちの中には予算が大丈夫かというふうなお

気持ちもあっとじゃなかろうかと推察するわ

けですが、12ページを開いてもらっていいで

すか。 

 県警の25年度の予算が約393億ですね。前

年が385億。確かに、先ほど赤星課長がおっ

しゃったように、約７億9,000万、2.1％増と

いうふうになっております。これはもう委員

長、副委員長、そして山本委員を含め、この

委員会の支援と、また皆さん当局の御努力の

成果だろうと思いますが、ちなみに教育委員

会です、こちらにおる。教育委員会は1,548

億なんですよ。だから、教育委員会の1,548

億に対して、県警予算は４分の１と。確か

に、それは職員数も４倍ぐらいおられるかも

しれぬですけれども、比較してみるとそうい

うものでございます。 

 それで、いつも警察官増員については、文

教治安を中心に、国に要望をしておるわけで

すが、それでも負担人口は九州一と。そうい

う中で、刑事部を中心として、85％の重要犯

罪の検挙率というふうなことでございます

が、昔は、警察は人の手の足らぬことは言う

な、金の足らぬことは言うなという一つのプ

ライドを持った時代があったわけですが、今

はもうそういう時代じゃなくて、多種多様

化、広域化、巧妙化、そして複雑化、そして

犯行する相手の増加等々で、やっぱり先立つ

ものの予算というものが要るわけですが、警

務部長としては、警察の予算に対して、今後

とも増額を要求していくお気持ちがあるや否

や、いかがですか。 

 

○黑岩警務部長 今、小杉委員にいろいろ御

支援、御指導等を賜りました。 

 今回の予算につきましては、例えばなんで

すけれども、東警察署の改修が一段落する前

年度よりは減額する中でとか、そういう事情

もありながら、このような増額の予算を計上

することができたということで、県当局にも

非常に御理解をいただけたものというふうに

考えてはおります。 

 ただ、これから、警察事象、さまざまな事

象がありますし、人の問題、増員の問題、い

ろいろあるかと思います。そういうのをすれ

ば経費も当然かかるということでございま

す。その部分においては、県民の暮らしの安

全、安心に寄与できるように、最大限の努力

をすると。我々にとっても、もし必要なもの

であれば、最大限知事部局とお話し合いをし

ながら、予算を容認していただくという姿勢

で臨みたいというふうに考えております。 
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○小杉直委員 あとは要望になりますが、お

話、答弁等、委員会のたびに聞いております

と、要求した予算の中で一生懸命やるんだと

いうふうな感じを受けます、私は。それはそ

れで非常に正しい答弁と思いますけれども、

やっぱり給料は削減される中で、犯罪はふえ

る、実際手が足らない、金が足らないという

のが本音の中にあると思いますので、今後の

議会に対しても、遠慮なくひとつ予算要求の

バックアップをしていただくように要望しと

きます。 

 以上です。 

 

○溝口幸治委員長 ほかにございませんか。 

   （「ありません」と呼ぶ者あり） 

○溝口幸治委員長 質疑がないようでござい

ますので、これで議案に関する質疑を終了い

たします。 

 ただいまから、本委員会に付託されました

議案第33号、第37号、第41号及び第79号から

第84号までについて、一括して採決したいと

思いますが、御異議ありませんか。 

  （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○溝口幸治委員長 御異議なしと認め、一括

して採決いたします。 

 議案第33号外８件について、原案のとおり

可決することに御異議ありませんか。 

   (｢異議なし」と呼ぶ者あり） 

○溝口幸治委員長 御異議なしと認めます。

よって、議案第33号外８件は、原案のとおり

可決することに決定いたしました。 

 次に、閉会中の継続審査事件についてお諮

りいたします。 

 議事次第に記載の事項について、閉会中も

継続審査することを議長に申し出ることとし

てよろしいでしょうか。 

   (｢はい」と呼ぶ者あり） 

○溝口幸治委員長 御異議なしと認め、その

ように取り計らいます。 

 次に、その他に入ります。執行部から報告

の申し出が１件あっております。 

 まず、報告について執行部の説明を求め、

その後に質疑を受けたいと思います。 

 それでは、北野生活環境課長から報告をお

願いいたします。 

 

○北野生活環境課長 生活環境課でございま

す。 

 お手元の資料にありますとおり、総務常任

委員会で御審議いただく条例の一部改正につ

いて御報告申し上げます。 

 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関

する法律施行令、以下風営法施行令と申し上

げさせていただきますが、同施行令の一部改

正に付随する条例改正であります。 

 まず、１の改正の概要等でありますが、こ

れにつきましては、本年２月６日、風営法施

行令の風俗営業許可申請手数料等に関する標

準額、これが改定されたため、条例を改正す

る必要が生じたものであります。 

 次に、２の改正の要点でございますが、こ

れは、お手元の資料に、重立った項目とし

て、風俗営業許可申請手数料２万7,000円を

２万4,000円など、６項目を上げておりま

す。手数料額の改定のみであることから、熊

本県収入証紙条例の改正は必要ございませ

ん。 

 最後に、３の条例の施行日につきまして

は、これは、風営法施行令の一部を改正する

政令の施行日に合わせて、平成25年４月１日

としております。 

 以上で報告を終わらせていただきます。 

 

○溝口幸治委員長 報告が終了いたしまし

た。質疑を受けたいと思います。質疑はあり

ませんか。 

   (｢ありません」と呼ぶ者あり） 

○溝口幸治委員長 なしですね。なければ、

報告に対する質疑を終了いたします。 

 次に、その他で何かありませんか。 
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 まず、その他の冒頭に、高校教育課のほう

から、先般の地図の取り組みについて御報告

をお願いいたします。 

 

○上川高校教育課長 高校教育課では、学習

指導要領に示されております領土に関する学

習の際、その位置や隣国との距離感を正確に

把握させることが重要であるとし、そのた

め、日本の領域全体が標記された地図が教材

として不可欠であろうということで、このた

び作成しましたので、御報告をいたします。 

 お示ししておりますのが、今回作成いたし

ました地図でございます。国土地理院の協力

を得まして、500万分の１の日本地図のデー

タを提供していただき、それを教育委員会で

加工し、作成したものでございます。 

 それを、県立高校、県立中学、それから特

別支援学校高等部の全てのクラス、学級分と

学校分、それから各教育事務所、そして、各

教育事務所を通して、各市町村教育委員会に

も参考までに提供させていただいておりま

す。総数1,200部を超える数でございます。

来週の中ほどまでには全て配送を終了する予

定としております。 

 今後は、教材として生かしてまいりたいと

いうふうに思います。ありがとうございまし

た。 

 

○溝口幸治委員長 素早い対応ありがとうご

ざいました。 

 それでは、その他に移ります。その他。 

 

○山本秀久委員 これは、ここで言っても関

係ないかもしれないですけれども、私が感じ

たことで、教育にちょっと関連せやせぬだろ

うかと思ったから申し上げるけれども、実は

今、これは自治省の国の施策だろうと思うけ

れども、町村は、都会と違って、田舎のほう

は町営住宅をつくるんですよ。町営住宅ね。

町営住宅をつくったら、芦北なんかはそこそ

こに入った部落が多いわけですよ。そういう

ときに、町営住宅をつくったら、それは自治

省の管轄だと思うけれども、ようわからぬけ

ど、そうしたとき、田舎の同じ町でありなが

ら、若い者は全部町営住宅に入ってしまうわ

けだ。そして部落は年寄りばかり。 

 そうしたときに、教育の問題は、全部鍵っ

子になってしまっているわけだ、孫たちが全

部。そういうときに、町営住宅をつくる金が

あるならば、おじいちゃん、おばあちゃんと

一緒に、老人たちと一緒に住む、同じ町だか

ら、そこに若い者が住んでくれれば――町営

住宅をつくるだけの金があるなら、若者が両

親と一緒に住む、田舎に住むような環境の整

備をしてやるような方法はないものだろうか

と、私はいつも考えるわけですよ。 

 そうすると、文化がつながるわけですよ、

文化が。おじいちゃん、おばあちゃん達と一

緒に生活すれば、これはいけないことだよ、

これはこういうことだよと言って教えてくれ

る。そうすると、鍵っ子にもならない。地域

の文化もつながっていくだろうと。そうする

と、犯罪も――そういうときに、やっぱり家

庭的環境の中で育つから、いろんな道徳的な

教育も受けられるんじゃないかという感じが

するわけだ。 

 そうすると、土曜日、日曜日になると、町

営住宅から15～16分で我が家に帰ってきて、

両親たちと週末を過ごしたりするところもあ

るけれども、ほとんど野良仕事に帰ってくる

わけだ、おやじが。そして子供は全部町営住

宅におる。ほとんど鍵っ子だ。 

 だから、老人の介護、福祉の問題も解決す

るし、教育の問題も、そうやって文化がつな

がって、鍵っ子にならないで、いろんな家庭

的な地域の皆さん方の道徳の精神も生まれる

んだということの政策が私は生きてきやしな

いかと思うわけです。 

 そうしたときに、教育委員会のほうからで

も、そういう政策に対して、少しは国の政策
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に対して、文化が通じるような、そういうこ

とを文句言ってもいいんじゃないかなという

感じがしてならないわけですよ。 

 だから、都会と違って、町村の体系を変え

てしまっているわけだと私は思うんですよ。

そこにちょっと疑問をしておるものですか

ら、ここで取り上げていいものかどうかわか

らぬだったけれども、教育的に少し関連する

ような話だったから、その他の中で発言させ

ていただいたということです。 

 

○溝口幸治委員長 今のことはよかですか、

誰か。（「答弁しきらぬど」と呼ぶ者あり）と

いうことですので、御意見として。 

 ほかにございませんか。 

 

○城下広作委員 多分おとといだと思います

けれども、裁判がちょっとあって、例の教員

の再任用の部分で、結果的には県のほうがち

ょっと言い分が通らなかったという部分があ

りましたけれども、最近再任用を希望する先

生が非常に多くて、実質は、狭き門じゃない

けれども、なかなか合格といいますか、採用

されることが難しいと。だけど、ある一定の

基準で当然選ばれているんですね。やっぱり

だめな人がいるんですね。 

 それが、ちょっと今後新たにたくさん落ち

るということで、この間の裁判の影響とか、

そんな心配はないのか。多分また同じような

形で、やっぱり不服とか異議申し立てみたい

な形の動きがあるのか、ないのか。その辺

を、今後の部分で何か影響するのかというこ

とをちょっと確認したいなと思いまして。 

 

○栁田学校人事課長 何らかの影響はあるか

なというふうに思っています。ちょうど年金

との関係で、国家公務員の場合が、再任用を

義務化するという、を法律化するという動き

がありましたけれども、結果的には今延長さ

れておりますけれども、実際には、来年度、

25年度末で退職される方から60歳、これまで

年金の一部が出ていたのが61歳ということに

なるので、60歳でやめたら収入が全く入らな

い時期を迎えるんです。 

 そういうこともありまして、国がどうする

のか、その動きを注視しておるところです。

ですから、今の再任用制度自体も、見直しと

いいますか、検討しなきゃいけない時期に来

ていることは間違いありません。 

 

○城下広作委員 それで、今の段階では、国

の動向を見て様子を見らないかぬから、結果

的にはふるい落とすという手法をとらざるを

得ない。だけど、そのときに、いわゆる一般

の試験と違って、点数制で何点が合格とかで

線引きが難しいものだから、この人は適格、

この人は適格じゃないという総合評価みたい

なものだと思うんですよ。その基準が、ある

程度見えるかというか、よく第三者が見ても

納得するような形でやらないと、なかなかそ

れが、逆に言えば、自分の評価が過少だ、過

大だというように、同じように思う人が出て

くるだろうと。 

 結果的には、この裁判を通して、自分もま

たじゃあちょっと異議申し立てしようかなと

いうふうにならないかなとちょっと心配なも

のだから、ここはよくその基準というか、そ

の辺をよく皆さんしっかりしとかないと、第

２、第３、同じような感じで、ばんばんああ

自分もやろうかなというようになれば、ちょ

っと混乱するかな。これを心配しているか

ら、今後よく考えていただきたい。 

 特に、落ちる方が多いと聞いているものだ

から、大変大事な問題かなと思って、一応確

認をさせていただきました。 

 

○溝口幸治委員長 ほかにございませんか。 

 

○小杉直委員 委員長、副委員長の御配慮に

基づいて幾つか質問させていただきました
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が、名残惜しいですから、またさらに教育委

員会に１つ質問、要望を１つ、県警に質問を

１つと要望を１つ。 

 教育委員会のほうに行きますが、12日に、

文部科学省が、体罰と懲戒を区分することを

全国の各都道府県教育委員会に今週中に通知

すると発表しておりますが、その点は来まし

たか。 

 

○上川高校教育課長 御質問のありました体

罰に関する通知文でございますが、３月13日

付で本課にも届いております。 

 

○小杉直委員 なら、それを現場にはどうい

うふうな形で今後流す予定ですか。 

 

○上川高校教育課長 その中には、特に委員

おっしゃいましたように、懲戒と体罰の区別

について、文科省の見解が述べられておりま

すので、もちろん、いかなる場合も体罰は許

されないということを大前提に、特に今回は

具体的な事例も挙げてありますので、通知文

を送付する際には、本課でもそれを取りまと

めまして、わかりやすく通知をしたいと。 

 その後、校長会議等でもしっかりと周知を

図って、大切なことは、一人一人の教員が、

体罰では決して正常な倫理観を養うことがで

きず、むしろ暴力による解決への志向を助長

させるだけであるという通知文の中の一節等

を、一人一人の教職員がしっかりと理解をし

ながらも、なおかつ、決して萎縮することな

く、毅然とした指導ができるような、そうい

う指導をしてまいりたいというふうに思って

おります。 

 

○小杉直委員 新聞記事がここにあります

が、許される懲戒について、従来の事例と新

しく盛り込んだ事例が新聞に載っております

が、どうかひとつ、現場に徹底するときに

は、許される懲戒、それも徹底してひとつ指

導されるようにお願いしときますな。 

 そして、教育委員会には、もう１点です

が、先ほど、日本地図の沖縄・尖閣諸島まで

一緒に新しい地図をつくっていただいて、あ

りがとうございました。これは、溝口委員長

の発議でそういうふうなことになった次第で

ございますので、溝口委員長にお礼を申し上

げます。 

 次は、県警についてお尋ねですが、きの

う、広島の江田島で、中国人による２人死

亡、６人大けが等々８人の死傷事件、もう１

名ぐらい場合によっちゃ亡くなる方がふえる

かもしれませんが、そういう悲惨な中国人に

よる事件がございました。 

 数年前は、熊本県の植木でもあったような

記憶がいたしますが、先般、中国人による大

がかりな偽装結婚事件を組対課を中心に摘発

されたと報道でなされておりましたが、彼た

ちの大がかりな偽装結婚の目的というのは何

だったんでしょうかね。どなたか、組対課長

でも……。 

 

○堀江刑事部長 捜査の関係では、やはり稼

ぎが、日本で稼ぎたいという。収入格差がま

だございますので、そういったものが根底に

はあるんだと思いますけれども、そこにやは

り日本人のブローカーが介在して、そこで金

を稼ぐといった構造が――昔から検挙は何回

かありますけれども、やはりそういったもの

は連綿としてやっぱりまだ残っているという

のがほとんどですね。我々も、そういったと

ころに今回目をつけまして大がかりな検挙を

やったわけでございますけれども、今後も、

そういったところに気を配りながら、そうい

ったことがないように検挙をしっかりやって

いきたいと思います。 

 

○小杉直委員 我が国を取り巻く安全保障問

題は、御承知のとおり非常に厳しい環境にあ

って、さっき教育委員会に評価したような日
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本地図のあり方というのは、領土、領海の教

育の強化に非常につながるわけですが、一方

では、国内の中国人を含めた外国人犯罪が増

加する傾向ということは承知しておりますの

で、引き続きの取り締まりをお願いしときま

す。 

 最後の要望ですが、これは委員長がおっし

ゃるかもしれませんが、生活安全部長の岡部

長、刑事部長の堀江部長、警備部長の髙橋部

長、交通部参事官の飯田参事官、長い間の安

全、安心の治安のための御努力に御慰労と敬

意を表して、これを要望にかえます。御苦労

さんでございました。 

 以上です。 

 

○溝口幸治委員長 ほかに。 

 

○大西一史委員 何となく終わりそうな雰囲

気の中で、ちょっと申しわけない。 

 今、小杉委員のほうからお話があった例の

文科省の通知、私も国からちょっととってこ

こに持っていますけれども、私も、体罰問

題、今回一般質問で聞かせていただきました

けれども、やっぱりこれは、本当に現場で

は、いろいろ、どこまでがどうかというこの

境界というのは非常に難しいというのは、こ

れは先生方の間でもある。 

 生徒のほうでも、私が体験したことも含め

て、知事も打たれたということですから、記

事にもなったとおりですが、これにある体罰

ということと認められる懲戒と正当な行為と

３つに大きく分類して、それぞれかなり細か

く書いてあるんですけれども、こういうこと

は、先生だけ、教師だけに共有するんじゃな

くて、保護者とか、それからやっぱり実際に

児童生徒にも、こういうことなんだぞと、だ

からこういうルールにのっとって学校という

のは動いていくんだよという、ある意味では

秩序をきちっと示すということがやっぱりこ

ういった問題を深刻化させないことだろうと

私は思います。 

 だから、小杉委員がおっしゃったとおり、

やっぱりどこまで――何もかんも先生が手出

さないというのは、本当に秩序が――そうい

う意味では、手を出すというのは、体罰を加

えるという意味じゃなくて懲戒という意味

で、何にもできないよというのは、やっぱり

それはいけない。 

 だから、それはみんなが共通認識を持つよ

うにしなければいけないというふうに思いま

すので、その点は、ぜひ、この通知をもとに

広報周知をする場合は、教師とか学校現場だ

けで終わらないようにしていただくというこ

とが一番重要かと思いますので、それはお願

いをしておきます。 

 それと、もう１点質問で、教育委員会のほ

うに過去にこの委員会で質問させていただい

たんですが、学校現場に防犯カメラをできる

だけつけて、山形あたりでもやっているけれ

ども、やるようにということで、いろんな犯

罪とかも起きてますし、そういう不審者が侵

入したりとか、あるいはそういう事件、そう

いったものに巻き込まれないためにも、防犯

カメラの必要性があるということで言ったん

ですが、その辺は今後検討するということで

前回施設課長が答弁されているので、その後

の状況というのをちょっと教えていただきた

いということです。 

 

○栁田学校人事課長 私のほうから御説明し

ます。 

 委員のほうから、そういう御提案もありま

したものですから、平成25年度から、警備費

の中に打ち込んで、そういうものを入れるよ

うなことを考えてみませんかということで、

事務長会でこちらからそういう提案をしまし

た。 

 これまで、済々黌初め４校しか入ってなか

ったんですけれども、新たに７校から手が挙

がってきまして、25年度からは、合わせて11
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校で防犯カメラを県立については入れること

にいたしております。 

 また、引き続き、その状況も提案しなが

ら、ほかの学校にもその効果等をアナウンス

していきたいというふうに思っております。 

 

○大西一史委員 今の点は、少しふえたとい

うことで、その点は、また引き続きほかの学

校でも充実をさせていただきたいということ

と、これは、県立学校だけではなくて、義務

制のやっぱり小学校、中学校あたりというの

も防犯上の観点から非常に大きいというふう

に思いますので、その辺もあわせて徹底して

いただくようにお願いをしておきます。 

 以上です。 

 

○栁田学校人事課長 済みません、11校と言

いましたけれども、１校がダブっておりまし

たので、10校でございます。済みません。 

 

○溝口幸治委員長 ほかにございませんか。 

  （「ありません」と呼ぶ者あり） 

○溝口幸治委員長 なければ、以上で本日の

議題は終了いたしました。 

 最後に、陳情書が１件提出されております

ので、参考としてお手元に写しを配付してお

ります。 

 それでは、これをもちまして本日の委員会

を閉会いたします。 

  午後１時45分閉会 

――――――――――――――― 

○溝口幸治委員長 本年最後の委員会でござ

いますので、一言御挨拶を申し上げます。 

 この１年間、山口副委員長を初め、委員の

皆様方、そして田崎教育長、西郷本部長を初

めとする職員の皆様方には大変お世話になり

ました。おかげさまで、無事きょう終了する

ことができました。なかなか力不足で、思う

ような審議時間の確保だとか進行がうまくい

きませんでしたけれども、皆様の協力により

まして無事に終わることができました。本当

にありがとうございました。 

 また、本日、退職される方については、今

小杉先生のほうから御紹介ありましたけれど

も、長い間お疲れさまでした。また、健康に

留意されて、今後も県政発展のために御尽力

いただきますように、心からお願いを申し上

げます。 

 １年間通していろいろな議論をさせていた

だきましたけれども、きょうも本部長の謝罪

から始まりましたが、そういった案件や、教

育委員会の中でも、いじめ、不登校、あるい

は体罰の事案がいろいろ上がってきます。 

 特に、教育委員会の場合は、そうやって全

国でいろいろなことがあると調査に取りかか

るということになっていますが、きちっとし

た数字が上がってくるというシステムが熊本

県の中では確立されておりますので、非常に

文部科学省からも高い評価を得ているという

ふうに聞いております。 

 一部やっぱりマスコミの報道とかで、そう

いうものに注目してこの中で議論をしがちで

すが、私が教育現場やあるいは警察の現場の

方と話すと、多くの案件については、問題が

あっても、きちっと対応をして未然に防止が

できたり、早期発見、早期対応といいます

か、そういったことができてる事案のほうが

数はもっと多いわけですし、そういったこと

ができる職員さんが、教育庁の中にも、そし

て警察本部の中にもたくさんいらっしゃると

いうことを、我々は忘れてはいけないんじゃ

ないかというふうに考えております。 

 いよいよ議会が終わりますと、もう警察本

部のほうでは異動の内示があってるようでご

ざいますし、教育委員会のほうでも異動があ

るかと思います。それぞれ新天地でお仕事を

なさる方もいらっしゃるかと思いますが、自

信を持って、そして、熊本県の職員として誇

りを持って頑張っていただきたいというふう

に思っているところでございます。 
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 １年間皆様方にはお世話になりましたこと

を心から感謝申し上げまして、御挨拶にかえ

させていただきます。ありがとうございまし

た。(拍手) 

 山口副委員長からも一言御挨拶をお願いい

たします。 

 

○山口ゆたか副委員長 皆様お疲れさまでし

た。片や治安、片や教育という国家の大事な

施策の推進を、こうやって県政を通じてやっ

ていただいている皆様に、改めて感謝したい

と思います。 

 来年からは、ちょっと違う分野に参ります

けれども、応援できることも多々あると思い

ますので、しっかりとやってまいりたいとい

うふうに思っております。 

 溝口委員長におかれては、このような今後

引き継ぎができるのだろうかというふうに感

じるところでありましたが、今回の１年間の

委員会運営を通じてすごく勉強させていただ

きました。 

 今後とも、皆様とともどもに、県の発展に

向けて頑張ってまいりたいと思っております

ので、どうぞよろしくお願いいたします。 

 本日はありがとうございました。(拍手) 

 

○溝口幸治委員長 これをもって終了いたし

ます。ありがとうございました。 

  午後１時48分 
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